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周防大島町告示第44号 

 平成17年第４回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成17年12月２日 

                              周防大島町長 中本 冨夫 

１ 期 日  平成17年12月９日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

安本 貞敏君          伊東 梅芳君 

土手 正喜君          平野 和生君 

荒川 政義君          浜戸 信充君 

杉山 藤雄君          神岡 光人君 

田村 三郎君          伊藤 秀行君 

平村 真成君          魚谷 洋一君 

松井 岑雄君          黑田 壇豊君 

広田 清晴君          魚原 満晴君 

冨田 安英君          木村  潔君 

中本 博明君          平川 敏郎君 

田中隆太郎君          小田 貞利君 

尾元  武君          久保 雅己君 

新山 玄雄君                 

────────────────────────────── 

○12月19日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○12月20日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

武政 輝夫君                 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成17年 第４回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成17年12月９日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成17年12月９日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第６ 議案第１号 平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第６号）について 

 日程第７ 議案第２号 平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第８ 議案第３号 平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第９ 議案第４号 平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

 日程第10 議案第５号 平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第11 議案第６号 平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

について 

 日程第12 議案第７号 平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第13 議案第８号 平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第14 議案第９号 周防大島町総合計画の基本構想を定めることについて 

 日程第15 議案第10号 周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更について 

 日程第16 議案第11号 あらたに生じた土地の確認について 

 日程第17 議案第12号 字の区域の変更について 

 日程第18 議案第13号 周防大島町旧焼却施設解体工事の請負契約の締結について 

 日程第19 議案第14号 柳井地域広域水道企業団を組織する地方公共団体の数の増減及び規約
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の変更について 

 日程第20 議案第15号 市町村の廃置分合に伴う山口県自治会館管理組合を組織する地方公共

団体の数の減少について 

 日程第21 議案第16号 市町村の廃置分合に伴う山口県市町村災害基金組合を組織する地方公

共団体の数の減少について 

 日程第22 議案第17号 山口県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

の変更について 

 日程第23 議案第18号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び規約の変更について 

 日程第24 議案第19号 山口県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更について 

 日程第25 議案第20号 山口県市町村職員退職手当組合の財産処分について 

 日程第26 議案第21号 山口県市町村消防団員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少

について 

 日程第27 議案第22号 山口県市町村消防団員補償等組合の財産処分について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第６ 議案第１号 平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第６号）について 

 日程第７ 議案第２号 平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第８ 議案第３号 平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第９ 議案第４号 平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

 日程第10 議案第５号 平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第11 議案第６号 平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）
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について 

 日程第12 議案第７号 平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第13 議案第８号 平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第14 議案第９号 周防大島町総合計画の基本構想を定めることについて 

 日程第15 議案第10号 周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更について 

 日程第16 議案第11号 あらたに生じた土地の確認について 

 日程第17 議案第12号 字の区域の変更について 

 日程第18 議案第13号 周防大島町旧焼却施設解体工事の請負契約の締結について 

 日程第19 議案第14号 柳井地域広域水道企業団を組織する地方公共団体の数の増減及び規約

の変更について 

 日程第20 議案第15号 市町村の廃置分合に伴う山口県自治会館管理組合を組織する地方公共

団体の数の減少について 

 日程第21 議案第16号 市町村の廃置分合に伴う山口県市町村災害基金組合を組織する地方公

共団体の数の減少について 

 日程第22 議案第17号 山口県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

の変更について 

 日程第23 議案第18号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び規約の変更について 

 日程第24 議案第19号 山口県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更について 

 日程第25 議案第20号 山口県市町村職員退職手当組合の財産処分について 

 日程第26 議案第21号 山口県市町村消防団員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少

について 

 日程第27 議案第22号 山口県市町村消防団員補償等組合の財産処分について 

────────────────────────────── 

出席議員（25名） 

１番 安本 貞敏君       ２番 伊東 梅芳君 

３番 土手 正喜君       ４番 平野 和生君 

５番 荒川 政義君       ６番 浜戸 信充君 

７番 杉山 藤雄君       ８番 神岡 光人君 
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９番 田村 三郎君       10番 伊藤 秀行君 

12番 平村 真成君       13番 魚谷 洋一君 

14番 松井 岑雄君       15番 黑田 壇豊君 

16番 広田 清晴君       17番 魚原 満晴君 

18番 冨田 安英君       19番 木村  潔君 

20番 中本 博明君       21番 平川 敏郎君 

22番 田中隆太郎君       23番 小田 貞利君 

24番 尾元  武君       25番 久保 雅己君 

26番 新山 玄雄君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

11番 武政 輝夫君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 山内 章弘君     議事課長 木元 真琴君 

書  記 河井 敏博君     書  記 藤本万亀子君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中本 冨夫君   助役 …………………… 椎木  巧君 

収入役 ………………… 吉村 正晴君   教育長 ………………… 平田  武君 

公営企業管理者 ……… 川田 昌満君   総務部長 ……………… 村田 雅典君 

総務課長 ……………… 吉田 芳春君   総合政策課長 ………… 坂本  薫君 

財政課長 ……………… 奈良元正昭君   健康福祉部長 ………… 馬野 正文君 

産業建設部長 ………… 岡村 春雄君   環境生活部長 ………… 村田 章文君 

久賀総合支所長 ……… 野口 菊義君   大島総合支所長 ……… 山本  治君 

東和総合支所長 ……… 田村  博君   橘総合支所長 ………… 中河 美昭君 

教育次長 ……………… 布村 和男君   公営企業局総務部長 … 河村 常和君 

税務課長 ……………… 橋本 澄夫君   契約監理課長 ………… 平田 好男君 

下水道課長 …………… 嶋元 則昭君   公営企業局総務課長 … 藤田 隆宏君 

────────────────────────────── 
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午前９時30分開会 

○議長（新山 玄雄君）  おはようございます。本日はお忙しい中を御出席くださいましてありが

とうございます。 

 ただいまから平成１７年第４回周防大島町議会定例会を開会いたします。 

 武政議員から欠席の通告を受けております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、２０番、中本博明議員、２２番、

田中隆太郎議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、去る１２月５日開催の議会運営委員会において協議の結

果、お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から１２月２０日までの１２日間といたした

いと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配布して

ある会期日程のとおり、本日から１２月２０日までの１２日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 本年、９月議会以後の諸般について御報告いたします。 

 まず、本議会に提出されました文書等については、地方自治法の規定に基づき、監査委員より

例月現金出納検査（９月・１０月・１１月実施分）及び定期監査（１０月実施分）の結果の報告

がありましたので、お手元にその写しを配布いたしております。 

 請願、陳情・要望等については、陳情１件、要望１件の計２件が提出されまして、さきの議会

運営委員会において取り扱いについて協議をいただきました。 

 陳情・要望第９号（商工会助成についての要望）と、陳情・要望第１０号（ＷＴＯ・ＦＴＡに

関する陳情）のいずれも議員配布とすることと決し、お手元に配布いたしておりますので、御高
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覧いただきたいと思います。 

 系統議長会関係では、１１月９日、山口市において山口県町村議会議長会定例会及び山口県離

島振興町村議会議長会臨時会が開催されました。 

 町村議長会定例会では、副会長の欠員にともなう補欠選任で平生町議会議長が選任されました。 

 また、６月定例会の諸般の報告で既に御案内いたしております山口県市長会、町村会、そして

町村議会議長会の事務局統合に関しましての協定の締結について、統合の期日は、平成１８年

４月１日、名称は、山口県市町村総合事務所、事務所は現在地である自治会館を活用するという

ことで、全会一致で可決をいたしたところであります。その他１６年度決算の承認、１８年度事

業計画等についての協議決定がなされました。 

 また離島議長会臨時会では、現在、県下では４町の組織体制となっており、これの存続につい

てさらに協議を重ねていくことといたしました。 

 続きまして、１１月２４日、２５日と全国の町村議会議長が一同に会する、全国研修大会が東

京「ＮＨＫホール」において開催され出席をいたしました。 

 本大会では、地方分権改革の柱である「三位一体改革」において、政府は我々の「地方の改革

案」を最大限尊重し、誠意をもって地方六団体との協議を進め、地方財政の自立につながる真の

地方分権を実現するよう、特別決議を全会一致で採択し、実現を強く要請することといたしまし

た。 

 またあわせ、地方議会の充実強化に関する特別決議も採択し、大会を終えました。 

 引き続いて翌２５日には、全国離島振興大会が『ルポール麹町』にて開催され、ここでは政

府・国会は離島を取り巻く特殊事情を直視し、それぞれの離島の特性に応じた離島振興の諸施策

を強力かつ着実に展開すべきである。我々離島市町村議会人もまた、個性豊かで活力ある島づく

りの実現を目指し決意を新たに、さらにすることを誓い合ったところであります。おのおのの決

議文等については、お手元にその写しを配布いたしておりますので御高覧下さい。 

 次に、柳井地区広域市町議会議長会の臨時総会が１１月１１日柳井市にて開催され、１８年度

の事業計画について協議が行なわれました。第７回目となります議員研修会は来年７月の実施予

定を取り決め、研修の内容につきましては、当会事務局に一任といたしました。 

 続いて、町人会等関係では、９月２５日の近畿東和会へ小田貞利議員が、１０月１６日の東京

東和会へは、私、新山玄雄が、１１月１３日の近畿大島会へ黑田壇豊議員が、そして１１月２９日

の東京大島郡人会へは、（尾元武、田村三郎、木村潔、伊藤秀行、久保雅己、安本貞敏、新山玄雄）

の７名の議員が出席をいたしまして、それぞれの会におきまして、会員との情報交換を通して、

さらなる親睦を深め合い、ふるさと大島のますますの発展を誓い合ってまいったところでありま

す。それぞれの語らいの中でふるさとに対する熱い思いをお聞きし、島を守る我々の責任の重大
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さを改めて痛感させられたところであります。 

 最後になりましたが、総務常任委員会、民生常任委員会より、さきに実施いたしました行政視

察研修の報告書が提出されております。その写しをお手元に配布いたしておりますので、御高覧

下さい。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告並びに議案説明 

○議長（新山 玄雄君）  日程第４、行政報告並びに議案の説明に入ります。 

 町長より行政報告並びに議案の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  おはようございます。平成１７年第４回周防大島町議会定例会を招集い

たしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙の折、早朝から御参集を賜りまことにあ

りがとうございます。厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、本日提案をしております議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 本定例会に提案しております案件は、諮問に関するもの１件、補正予算に関するもの８件など

合計２３件であります。 

 諮問第１号は、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてであります。明

年３月３１日をもって任期満了となる人権擁護委員の候補者の推薦について、議会の意見を求め

るものであります。 

 議案第１号は、平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第６号）についてであります。既

定の歳入歳出予算からそれぞれ１億６,４０２万６,０００円を減額し、歳入歳出総額それぞれ

１７１億５,１３９万９,０００円とするものであります。 

 議案第２号は、平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

てであります。既定の歳入歳出予算にそれぞれ１億９,４４５万２,０００円を追加し、歳入歳出

総額それぞれ３２億９,３５１万１,０００円とするものであります。 

 議案第３号は、平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についてで

あります。既定の歳入歳出予算にそれぞれ１,６０２万５,０００円を追加し、歳入歳出総額それ

ぞれ２６億１,１５３万９,０００円とするものであります。 

 議案第４号は、平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）についてで

あります。既定の歳入歳出予算にそれぞれ６０８万５,０００円を追加し、歳入歳出総額それぞ

れ９億９,３１９万３,０００円とするものであります。 

 議案第５号は、平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）についてであ

ります。既定の歳入歳出予算にそれぞれ７２１万５,０００円を追加し、歳入歳出総額それぞれ
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５億１,９９２万６,０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）につい

てであります。既定の歳入歳出予算からそれぞれ６,６７３万４,０００円を減額し、歳入歳出総

額それぞれ１４億８,０３２万４,０００円とするものであります。 

 議案第７号は、平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）についてであり

ます。既定の歳入歳出予算にそれぞれ４８万２,０００円を追加し、歳入歳出総額それぞれ

８,２３９万１,０００円とするものであります。 

 議案第８号は、平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）についてでありま

す。収益的収入予算については、既決予定額から４９９万円減額し、総額を４２億８,１６１万

８,０００円、支出は６０１万２,０００円を追加し、総額を４２億５４５万２,０００円とし、

資本的収入予算については、既決予定額から５億１６０万円減額し、総額を１７１億１,９２９万

円、支出は２億４,５８２万９,０００円減額し、総額を１７８億２,６８４万２,０００円とする

ものであります。 

 議案第９号は、周防大島町総合計画の基本構想を定めることについてであります。周防大島町

総合計画は、長い歴史と地域固有の文化、そして豊かな自然を継承し、高齢者の住みやすさでは

国内先進地として共に歩んできた久賀町、大島町、東和町と橘町が昨年１０月に合併して生まれ

た新町が、合併を機に行財政基盤を強化し、地域の資源と環境を活かした魅力のある町づくりと、

社会基盤整備と行政サービスにおける地域全体の一体性の向上を図り、住む人の心が豊かになる

ような環境づくりに主眼をおいたまちづくりを目指した新町建設計画のまちづくりの将来像を基

本といたしまして、住民一人ひとりがきらめく住民主役の町となることを視点に、平成２７年度

を目標年度とする周防大島町最初の総合計画を策定したものであります。 

 総合計画の策定に当たりましては、合併時に行なったアンケート調査や今年の８月から９月に

かけて行なった基本構想・前期基本計画試案に対するパブリックコメント、さらには、各種団体

長とのインタビューなど、住民との協働を基本として作成した原案をもとに、周防大島町総合計

画策定審議会において、５回にわたり幅広い観点から慎重な御審議を賜り、去る１１月２１日に

「おおむね適切である」との答申を受け、今期定例会に「基本構想」を上程したところでござい

ます。 

 基本構想では、本町が目指す将来像として、「元気にこにこ安心で２１世紀にはばたく先進の

島」を掲げ、自主自立の住民本位のまちづくりに取り組むこととしております。 

 このため、従来の「あれもこれも」から「あれかこれか」の選択と集中により重点的な分野に

限られた財源の効果的な投入を図ることが特に重要となることから、７項目の行財政改革による

真に持続可能な行財政基盤の確立をまちづくりの重点施策として掲げ、将来像の確実な実現を図
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るものであり、この構想について議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第１０号は、周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更についてであります。事業

内容に事業名称変更と事業の追加をし、計画変更をしようとするものであります。 

 議案第１１号と議案第１２号は、山口県が道路改良事業のために大字西安下圧地先に埋め立て

た土地の、あらたに生じた土地の確認と字の区域の変更ついて、議会の議決をお願いするもので

あります。 

 議案第１３号は、周防大島町旧焼却施設解体工事の請負契約の締結についてであります。指名

競争入札の結果、大阪市中央区北浜の栗田工業株式会社大阪支社が落札いたしましたので、この

業者と工事請負契約を締結するため、議会の議決をお願いするものであります。 

 議案第１４号から議案第２２号までは、市町村合併に伴います一部事務組合の規約変更等に関

するものであります。 

 議案第１４号は、柳井地域広域水道企業団を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更

について、議案第１５号は、市町村の廃置分合に伴う山口県自治会館管理組合を組織する地方公

共団体の数の減少について、議案第１６号は、市町村の廃置分合に伴う山口県市町村災害基金組

合を組織する地方公共団体の数の減少について、議案第１７号は、山口県市町村公平委員会を組

織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、議案第１８号は、山口県市町村非常勤

職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、議案第

１９号は、山口県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更に

ついて、議案第２０号は、山口県市町村職員退職手当組合の財産処分について、議案第２１号は、

山口県市町村消防団員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少について、議案第２２号は、

山口県市町村消防団員補償等組合の財産処分についてであります。 

 この際、行政報告を申し上げます。 

 まず、東和片添地区にあります地方職員共済組合大島保養所「東和荘」の営業終了についてで

あります。この施設は、昭和４９年に地方職員共済組合山口県支部の施設としてオープンしたと

ころでありますが、近年二、三千万円の赤字状態が続き、施設の運営継続が困難な状態にあり、

県の組合運営審議会で検討された結果を踏まえ、明年１月末を持って営業終了するという通知が

ありました。 

 東和荘は、町内有数のリゾート地区片添にあり、本町といたしましては大変残念な結果であり

ますが、いたし方ないものと判断した次第であります。 

 次に、日米両国政府間で合意された在日米軍基地再編の「中間報告」における岩国基地再編案

について、去る１１月２４日付けで北原防衛施設庁長官に対し、二井山口県知事、井原岩国市長、

槙本由宇町長の連名で、疑問点や懸念事項等について照会文を送付し、速やかに回答されるよう
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要請したところであります。 

 先日の岩国市議会１２月定例会において、井原市長は、騒音被害や危険のたらい回しに過ぎず

基地機能の増強は容認できない、来年３月の最終報告に向け岩国移転案が撤回されるよう最大限

の努力をすると強調されております。 

 地元自治体への事前協議がないままに決定された中間報告に対して、周辺の町であり飛行ルー

トにある本町も、基地機能の強化、ＮＬＰの実施により、多大な影響を受けることが懸念されて

おり、本町議会６月定例会においても、議員から提出された「米軍厚木基地機能の岩国移転に反

対する決議」が可決されておりますので、私といたしましても同じスタンスを持って臨んで行き

たいと思っているところであります。 

 次に、平成１７年度当初予算において御議決をいただいております防災行政無線設置工事であ

りますが、年度当初から、事業のうち各家庭に設置予定である戸別受信機の整備については、防

衛施設庁の補助を受けるため協議を重ねてきたところであります。その中で、現在のアナログ方

式からデジタル方式に変更するのであれば、親機の更新、屋外子局も含め補助事業としての採択

が可能であるという指導を受け、デジタル方式での補助採択に向けて、諸準備、協議を重ねてま

いりました。 

 このほど、広島防衛施設局から１８年度予算として採択されることを前提に作業を進めており、

現在のところ採択に向けての大きな支障はないとの回答を得ました。 

 この事業につきましては、当初、合併特例債や合併支援特別交付金等を予定しておりましたが、

防衛施設庁の補助は７５％の高率補助であります。 

 このようなことから、大変厳しい財政状況下でもあり、防災行政無線整備事業は補助を受けて

推進してまいりたいと考えております。 

 これに伴い、一部の委託料を除き、今年度当初予算で御議決いただいた予算については、３月

議会において減額補正をさせていただき、平成１８年度に改めて予算計上をしたいと存じますの

で、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、工期的には当初予定していた最終年度が１年繰り下がることになりますが、御理解を賜

りますようあわせてお願い申し上げます。 

 次に、現在、各課等において鋭意平成１８年度当初予算編成に取り組んでいるところでありま

すが、地方財政を取り巻く現状について、御報告を申し上げ、御理解を賜りたいと存じます。 

 国におきましては、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００５」を踏まえ、地方財

政計画の歳出規模と地方交付税総額を引き続き抑制しようとしております。 

 また、三位一体の改革につきましても、平成１８年度までの４兆円の国庫補助負担金の削減、

３兆円の税源移譲という目標数値は達成することで政府・与党との基本合意は得られたものの、
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税源は移譲されても実質的な基準や規制は国の関与が残された事例もあり、地方の自由度を高め

地方分権を推進するとの理念からはほど遠い結果となっております。 

 さらに、税源移譲の方法及び地方交付税改革について、いまだ不透明な点も残されております。 

 とりわけ、本町のように人口が少なく、町税等の自主財源に乏しく、地方交付税等に財源の多

くを依存している、財政基盤の脆弱な地方公共団体にとりましては、補助金の削減に見合った税

源の移譲もしくは交付税措置がなされなければ、大幅な財源不足が懸念され、予算編成に大きく

影響をいたします。 

 加えて、本年１０月に実施されました国勢調査により、本町の人口は相当数減少するものと見

込まれております。平成１７年度における単位費用等で試算をいたしますと、人口一人当たりの

普通交付税措置額は約１８万円程度と見込まれます。したがいまして、仮に人口が千人減少すれ

ば、普通交付税は約１億８,０００万円の減額となるわけであります。 

 一方で、地方分権の推進と三位一体の改革による財源移譲に伴い、地方の自由度は高まるもの

もあり、その責任はますます増大をしているところであります。改革が推進されれば、痛みが伴

う覚悟も必要となってまいります。さらに合併に伴う住民の皆様の町勢振興、住民サービス向上

等に対する期待感は、非常に大きなものがあると痛感いたしております。 

 このように、本町を取り巻く行財政環境は非常に厳しい状況の中で、平成１８年度予算の編成

を行なっているわけでありますが、職員には本定例会に御提案しております「ひと・まち☆きら

り 周防大島町総合計画」に基づく事業を推進する一方で、周防大島町行政改革大綱の着実な実

施により足腰の強い財政基盤を確立し、合併２年目を迎える平成１８年度こそが新生「周防大島

町の礎」を構築すべき年ととらえた予算を編成するよう指示をしたところであります。 

 いずれにいたしましても、「入るを計り、出るを制する」ことが予算編成、財政運営の基本で

あります。今後とも、国・県等の動向を的確に把握しながら、予算編成に当たる所存であります

ので、議員各位の御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、周防大島町行政改革大綱でございますが、行政サービス全般にわたる抜本的な見直しを

行い、簡素で合理的な行政運営の仕組みをつくるため、「自主自立の周防大島町まちづくりを支

える行財政基盤の確立」、「住民との協働による新たな行政サービス提供体制の確立」、「成果

型重視の行政経営の推進」の３つの基本方針を柱とし、その下に財政健全化計画の策定、行政評

価システムの導入など１３項目の具体的方策を盛り込んだ原案をもとに、周防大島町行政改革推

進委員会において、３回にわたり幅広い観点から慎重な御協議をいただき、去る１２月２日に

「適当と認める」との答申を受けましたので、大綱等を議員各位にお配りすべく現在作成中であ

ります。 

 本議会最終日にはお渡しできると存じますので、御高覧いただくようお願いし報告とさせてい
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ただきます。 

 この大綱を基本にして、本町の行政改革を推進していきたいと存じますので、議員各位の御理

解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 次に、風力発電事業について、業者から中間報告を受けましたので御報告申し上げます。 

 今年４月から頂海山山頂周辺において、風力発電に係る風況調査を実施しておりますが、これ

までの収集データから平均風速５.８メートルが確認され、事業化の目安である平均風速の条件

がクリアされている状況であるとのことであります。また、中国電力からも風力発電に関する連

係可能の回答を得ていることから、次の事業化に向けたステップとして、風力発電建設に伴う予

定地周辺の環境影響調査に着手し、この調査の動向を踏まえながら、これから公表される中国電

力の平成１８年度風力発電連係申し込み受付要領にしたがって申請を行うとともに、建設に必要

となる諸手続や条件整備などを進めたいとのことであります。なお、施設の完成までに要する日

数は、関係者説明などに着手して試運転までに約２２カ月を要するとのことであります。 

 最後に公営企業局の状況について、御報告申し上げます。 

 去る１０月に東和病院泌尿器科の越戸医師が急逝されました。慎んで哀悼の誠をささげるもの

であります。さて、後任の医師派遣を大学当局に依頼しておりますが、後任の派遣は難しく、か

といって診療の空白期間をおくことは患者に迷惑をおかけすることになるため、急遽、橘病院泌

尿器科の沼医師に透析業務並びに水曜、金曜日の外来診療を担当していただいております。 

 次に、介護老人保健施設のさざなみ苑増築工事についてでありますが、先般入札を行ないまし

て東安下庄の神田建設株式会社が落札いたしました。平成１８年７月の完成を目指して現在建築

中であります。 

 次に、大島病院の新築移転については、９月議会において御説明したところですが、所有者の

方と協議していく段階で、土地造成等に支障が生じ借用を見送りすることといたしました。 

 その後の動きといたしまして、現在、近隣の土地を交渉中でございますので、相手方の関係方

面の調整がつき次第、再度御報告いたしたいと思っております。 

 以上、概要につきまして御説明いたしましたが、詳しくは提案の都度、私または関係参与が御

説明申し上げますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。

終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  以上で行政報告並びに議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．諮問第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第５、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを上程し、これを議題とします。 
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 補足説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて御説明をい

たしますが、本案は、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦について議会の意見を求めるもの

でございます。 

 平成１８年３月３１日をもって任期満了となります、現委員の竹本三千之氏は、昭和３６年

３月山口大学教育学部第１中等科を卒業後、山口県立聾学校、本郷中学校、柳井中学校、東和中

学校、久賀中学校の教員、その後田布施養護学校教頭、長穂小学校、大島中学校校長の要職を歴

任をされ、長年にわたり生徒への熱心な指導に当たってこられ、平成１１年３月をもって定年退

職をされました。この間、光市教育委員会では、同和教育課長を務められ、人権問題にも幅広く

精通しておられます。また、平成１５年９月からは１年間、久賀町教育委員会教育長を歴任をし

ておられます。 

 このように、教育現場での経験の豊かさと厚い人望は人権擁護委員として適任者であると考え、

同氏を引き続き人権擁護委員に推薦いたしたいと存じますので、議会の御意見を賜りたいと思い

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りいたします。諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

は、竹本三千之さんを適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦は竹本

三千之さんを適任とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第６、議案第１号平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第

６号）についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  議案第１号平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第６号）に

ついて補足説明を行います。 

 今回の補正は、補正予算議案書１ページのとおり第１条において、既定の歳入歳出予算の総額

から１億６,４０２万６,０００円を減額し、予算の総額を１７１億５,１３９万９,０００円とす

るとともに、第２条におきまして、第２表のとおり地方債の変更を行うものであります。 

 それでは、事項別明細書により御説明をいたしますけれども、事項別明細書は一般会計と特別

会計で別冊となっております。事項別明細書下に（第６号）というふうな記載がしてございます、
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この事項別明細書をお開きいただきたいと思います。 

 まず、一般会計の事項別明細書３ページをお開き願います。 

 まず、歳入でありますけれども、１款町税は１項町民税の個人住民税におきまして、所得の減

少等により１,１３６万５,０００円を減額するとともに、２項固定資産税において新築家屋の増

等により７６９万６,０００円を増額しております。 

 １１款分担金及び負担金２項負担金では、養護老人ホーム入所者の所得増に伴い、老人保護措

置費負担金を４１１万８,０００円、保育所入所者の増による保育所負担金１,７８９万

３,０００円を増額いたしました。 

 ４ページでございます。１２款使用料及び手数料は、ごみ搬入量の増加に伴い、ごみ処理手数

料１００万円の増額計上であります。 

 １３款国庫支出金１項国庫負担金は、１目民生費国庫負担金２,０８１万３,０００円の追加計

上でありますが、私立保育所運営費負担金及び老人福祉費負担金の過年度精算金の追加が主なも

のであります。 

 また、３目災害復旧費国庫負担金は、７月豪雨及び台風１４号による公共土木施設及び漁港施

設災害復旧にかかわる災害復旧費国庫負担金の調整並びに過年度分の漁港施設災害復旧費負担金

の精算見込みによる追加であります。 

 ５ページの２項国庫補助金は、合併市町村補助金及び消防防災設備等補助金を減額するととも

に、交付決定により循環型社会形成推進交付金を２億５,５２４万５,０００円追加するものであ

ります。 

 １４款県支出金１項県負担金は、国庫負担金と同様に私立保育所運営費負担金及び老人福祉費

負担金の過年度精算金の追加が主なものであります。 

 ６ページになります。２項県補助金では、１目総務費県補助金は、広域市町村合併支援特別交

付金を２,３６５万４,０００円減額しておりますが、消防防災設備等の入札減及び一般廃棄物処

理施設建設事業等の財源調整によるものであります。 

 ２目の民生費県補助金は、福祉医療費の増に伴う増額補正であります。 

 ４目農林水産業費県補助金のうち１節農業費補助金は、３,５２３万円の減額でありますが、

中山間地域直接支払交付金の対象地域の減少による減額、競争力強化生産総合対策事業補助金の

ハード事業であります改植が不採択となったことによる２,３００万円の減額、農業委員会等補

助金が強い農業づくり補助金に変更になったことによる調整が主なものであります。 

 ２節林業費補助金は、竹材利用促進対策補助金の新規計上であります。 

 ３節水産業費補助金は、補助事業の確定見込み及び広域水産物供給基盤整備事業の見直しによ

る減額補正であります。 
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 ７ページの３項県委託金は、国勢調査をはじめとする各統計調査の終了による委託費の調整で

あります。 

 １７款繰入金は、財政調整基金を８,９３４万８,０００円取り崩しての財源調整であります。

なお、取り崩し後の基金残高は５億７,０８５万７,０００円となっております。 

 １９款諸収入４項雑入の主なものは、福祉医療費高額払戻の増額、ごみ収集袋販売代２１１万

円の追加、台風災害に伴う災害共済金１６８万９,０００円の新規計上、東部地方税整理組合の

解散に伴う余剰金及び人件費分の財産処分収入、県道拡幅に伴う防災行政無線屋外子局の移転補

償費の新規計上が主なものであります。 

 ８ページになります。２０款の町債でございますが、それぞれの事業における事業量の確定見

込み等による各起債額の調整を行い、総額で３億２,９２０万円の減額となっております。 

 続きまして、歳出について主なものを御説明いたしますけれども、各科目におきまして給与改

定及び人事異動等に伴う人件費の調整を行っておりますので、それ以外のものについて御説明を

いたします。 

 それでは１１ページをお開き願います。１款の議会費は、職員人件費及び議員期末手当の補正

であります。 

 次に、１２ページでございますが、２款の総務費１項総務管理費１目一般管理費の行政一般経

費では、消耗品５００万円の追加補正が主なものでありますが、指定管理者制度に係る条例等の

改正に伴う例規集の加除追録の経費の増額であります。 

 ２目文書広報費の情報通信施設管理経費は、県道拡幅に伴い防災行政無線の屋外子局を移転す

るものであります。 

 ７目支所及び出張所費では、久賀支所経費及び東和支所経費におきまして、総合支所で行う町

道等の維持補修工事に係る工事請負費を追加いたしております。 

 ８目電子計算費は、職員に配備いたします情報端末パソコンの入札減による備品購入費の減額

であります。 

 次に、１５ページであります。４項の選挙費は、農業委員会委員一般選挙が無投票となりまし

たので、その経費を減額するものであります。 

 次に、１６ページであります。５項統計調査費は、国勢調査等がほぼ終了いたしまして、調査

委託費が確定をいたしましたので、その調整を行うものであります。 

 １７ページからは、３款民生費となります。１項社会福祉費１目社会福祉総務費では、福祉医

療事業において対象者の増加により福祉医療費を２,５３２万９,０００円追加いたしました。 

 １８ページになります。２目障害福祉費につきましても対象者の増によりまして、更生医療費

を追加しております。 
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 ３目老人福祉費の主なものは、老人福祉事業において養護老人ホーム寿楽苑が、夜間介護加算

対象施設となる見込みのため、措置費の増額であります。 

 ２０ページをお開き願います。２項児童福祉費であります。１目児童福祉総務費では、児童福

祉総務一般経費におきまして、保育所運営費国庫負担金等の平成１６年度分精算金を２９１万

１,０００円計上いたしました。 

 また、児童福祉事業におきまして、屋代児童クラブが児童数の減により国庫補助対象から県補

助対象の児童クラブ充実強化推進事業へ振りかえるものであります。 

 次に、２３ページであります。４目の保育所運営費は、私立保育所運営費委託料の５,４６３万

９,０００円の追加計上でありますが、保育所入所者の増加によるものであります。 

 ２４ページの４款衛生費１項保健衛生費は、一般廃棄物処理計画策定業務及び久賀火葬場の電

気工作物保安業務の委託契約について、入札減等による減額補正であります。 

 次に、２６ページであります。２項の清掃費では、じん芥処理経費におきまして、来年４月か

ら旧橘地区のごみ分別収集方法を他の３地区と同一とすることとし、これに伴い金属埋め立てご

み等の収集に要するごみ袋及びコンテナの購入経費として、消耗品費に６１０万３,０００円を

計上いたしました。じん芥処理施設管理経費では、ごみ量の増加により焼却灰の運搬処分委託料

を増額いたしました。 

 ２９ページをお願いいたします。５款の農林水産業費１項農業費３目農業振興費であります。

特産対策事業は２,５７７万３,０００円の減額補正でありますが、競争力強化生産総合対策事業

のハード事業であります改植が不採択となったことによるものであります。また、中山間地域等

直接支払事業は、対象地域が減少したことにより１,６５２万７,０００円を減額するものであり

ます。 

 ３１ページをお開き願います。５目農地費で主なものは、県営農業基盤整備事業において、中

山間地域総合整備事業ほか、それぞれの事業におきまして、県事業負担金の確定見込みによる調

整であります。 

 ３２ページであります。２項林業費でありますけれども、森林火災保険の料率変更に伴う減額

と竹材利用促進対策補助事業が創設をされ、県の補助金が町を通じて民間団体へ補助されるもの

でありますが、今回は竹炭の窯の作成経費を補助するものであります。 

 ３３ページ、３項水産業費２目水産業振興費の主なものは、水産振興対策事業では椋野古城地

区の巻揚げ施設の整備に係る補助金を１２１万８,０００円計上しております。また、漁礁設置

事業では、事業完了による減額補正であります。 

 ３４ページの４目漁港建設費では、漁港環境整備事業は事業完了による減額補正であります。

広域水産物供給基盤整備事業は、事業見直しによる工事請負費の減額であります。単県農山漁村
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整備事業は、県補助の決定により和田漁港の護岸整備を新規計上するものであります。 

 次に、３９ページになります。６款商工費であります。１項の商工費２目商工業振興費のうち、

交通対策事業に地域がバス待合所を設置する場合に３２万円を限度に補助することとし、１カ所

分を新規計上いたしました。竜崎温泉管理運営経費は、町立の３つの入浴施設で統一したタオル

を販売することとし、その購入費として消耗品に１９５万３,０００円を計上いたしました。 

 ４０ページになりますけれども、平成１８年度の改装新規オープンを見据えまして、風呂、

プール利用者の区別や料金徴収の簡素化を図るために、新たなレジシステムを導入することとし、

これに要するリース料を計上いたしました。グリーンステイながうら管理経費は５７６万

７,０００円の追加補正でありますが、指定管理者制度への移行を踏まえ、施設の修繕経費の追

加が主なものであります。 

 ３目観光費の観光一般経費のうち工事請負費は、なぎさ水族館の２階に設置してあります水槽

を、売店及び食堂として利用している１階部分に移設をし、幼児等でも安全に観覧できるよう改

修するものであります。また、大師堂めぐり歩け歩け大会を平成１８年も実施することとし、そ

の準備経費を追加いたしました。 

 ４２ページでございます。７款土木費１項土木管理費でありますが、原石山管理事業において、

建設残土を受け入れるための法面の工事請負費を追加計上いたしました。 

 ２項道路橋梁費２目道路新設改良費は、町道上浜線等５路線の整備について、工種の変更等に

伴う調整であります。 

 ３項河川費は、久賀仲町地区の排水ポンプ室を国道改良に伴い移設する必要が生じましたので、

その測量設計費６８５万６,０００円を計上いたしました。 

 ６項住宅費は、公営住宅一般管理経費におきまして、公営住宅の修繕費を１００万円追加計上

しております。 

 ４４ページの８款消防費１項消防費では、備品購入費を８６２万７,０００円減額しておりま

すが、消防団員の作業服等の購入についての入札減による減額、消防団員等公務災害補償等共済

基金より８２万５,０００円の補助を受け、各総合支所に投光器を配備する経費の追加でありま

す。 

 ４６ページをお開き願います。９款の教育費のうち、２項小学校費及び３項中学校費におきま

しては、町内各小中学校施設の修繕費の追加計上が主なものであります。 

 ４項社会教育費、５項保健体育費につきましても、人件費の調整のほかに東和総合センター及

び東和地区学校給食センターの修繕費を計上しております。 

 ５２ページをお開き願います。１０款の災害復旧費であります。いずれも７月豪雨及び台風

１４号による災害復旧に係る経費の計上であります。 
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 １項農林水産業施設災害復旧費１目漁港災害復旧費のうち、現年度漁港施設単独災害復旧事業

は、西の浜東防波堤ほか５カ所、現年度漁港施設補助災害復旧事業は、沖家室防波堤ほか２カ所

の災害復旧に要する経費を計上いたしました。過年度漁港施設補助災害復旧事業は、工法の変更

に伴う精算見込みの増による調整であります。 

 ２目農業用施設災害復旧費は、山下堰ほか７件にかかる単独災害復旧費の計上であります。 

 ３目災害応急費は、応急復旧費４６件分の計上であります。 

 ５４ページをお開き願います。２項の公共土木施設災害復旧費は、現年度道路橋りょう補助災

害復旧事業におきまして、災害査定結果を受けての減額調整であります。 

 １２款諸支出金は、各特別会計への繰出金をそれぞれ調整するものであります。 

 以上が議案第１号平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第６号）の概要でございます。

何とぞ慎重御審議をいただきまして、御議決賜りますようお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  歳入の方から質疑を行いたいというふうに思います。 

 先ほど、町長が行政報告や提案理由の説明で報告されましたように、実際的に今の状況が、今

回の補正がベースになって新年度予算にかかわってくると、ベースになるというふうに私も認識

しております。いう立場からいえば、やっぱり丁寧な答弁をお願いしたいというふうに思います。 

 まず１点が、歳入から、まず町税からお聞きします。今回普通徴収、特別徴収とも個人の方は

個人町税は落ちとります１,１３６万５,０００円ということで、基本的な所得の減ということで

ありますが、実際的に人数的にはどういう状況なのか、人数を含めて報告を求めておきたいとい

うふうに思います。これが町税関係です。 

 固定資産税関係も聞いておきたいというふうに思いますが、ひとくくりで、いわゆる新築家屋

がふえたということで、固定資産税の増ということですが、一体どのくらいの状況なのか聞いて

おきたいというふうに思います。これは、当年度当初予算をつくる段階との比較で結構でござい

ます。よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それと分担金負担金では、今補足説明の中で老人保護措置費負担金、これが基本的には

４１１万８,０００円増ということで、これは入所者の所得の増という報告でありました。実態

として聞いておきたいのは、いわゆる保健法の、いわゆる医療、介護保険これが存続改悪される

中で、制度改悪との関係で聞いておきたいというふうに思いますが、実際的に純粋に所得の増だ

けにかかわるものなのかどうなのか、実際、いわゆる制度改悪にかかわる部分はないのかどうな

のか、この増の部分、これを聞いておきたいというふうに思います。 

 また、私立保育所負担金についても子供たち、いわゆる保育所の入所者がふえたという報告で



- 20 - 

ありました。これについても、いったいどのくらいふえたのか、当初予算をつくる段階と実際的

に担当課の方で、例えば一番料金が変わるのが１歳から３歳と３歳以上ということで変わると思

うんで、実際的な人数等報告を求めておきたいというふうに思います。 

 次に、国庫補助金関係で聞いておきたいというふうに思います。先ほど消防費国庫補助金につ

いて入札減ということであります。御承知のように国庫補助金と、いわゆる一般財源部分との組

み合わせですね、一定程度、いわゆる一定の契約、契約高をつくったというふうに思っておりま

す。実際的に私も入札のとき議論したんですが、予定価格について、どう何を基準につくったの

かがいまだに不明、いわゆる入札予定価格は実際的にいうたら２分の１ぐらいになるということ

になると、何を単価にやったのが今まで議会人として非常にわからないということであります。

再度、説明を求めておきたいというふうに思います。 

 次に、農林水産事業県補助金について質問します。先ほど補足説明の中では、実際的には例え

ば中山間地域等直接支払い交付金事業、これは、いわゆる集落数の減という報告でありました。

実際的にどのくらいの減なのか、実際的に高齢化に伴いかなり減少することは想像はつくんです

が、実際的にどのくらいの減少になっておるのか報告、あわせて各地区ごと、旧町地区ごとでど

ういう状況なのか調べておれば報告を求めたいというふうに思います。 

 また、これは歳出にかかわるわけなんですが、競争力強化生産総合対策事業補助金、これは歳

出の方の説明で、これ改植事業が、いわゆるなくなったということなんですが、改植事業は引き

続いてやると思うんですよ。どういう格好で、実際的に行われるのか、改植事業なくなったら大

変なんでちょっと聞いておきたいというふうに思います。 

 また、歳入の方でも歳出にもかかわりますが、農業委員会補助金と担い手総合事業交付金、こ

れが基本的には強い農業づくり交付金いうことに変わった、これは数字上もそのように見えるわ

けなんですが、実際的に中身についてもっと報告を求めておきたいというふうに思います。 

 次に、繰入金について先ほど財調については報告がありました。実際的に当初予算と比較して、

実際的に１億──さっき５億７,８００万円という報告がありました。実際的にはこの１年間で

基金がどのくらい減額になったのか、推定は想像がつきますが１億数千万円減ったんだろうなと

いうのはつきますが、実態としてどのくらい今年度減ったのか財調の報告を求めておきたいとい

うふうに思います。 

 次に、個別の部分について聞いておきたいというふうに思います。消耗品費、いわゆる

１２ページ消耗品費について聞きますが、実際的に５００万円いうことですが、増額、これはい

わゆる例規集の、いわゆる差しかえのための経費いうことでありますが、実際的に合併後聞いて

みますと、学校現場にこれが、例規集が全然いっていないという報告がありますが、事実かどう

か聞いておきたいと、例規集が学校現場に全くいってないというのがありますが、きちっと聞い
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ておきたいと、かつては、合併前は各学校に少なくとも例規集がありました。それが実際新町に

なってなくなっとるというのが事実かどうなのか聞いておきたいというふうにお聞きします。 

 次に、敬老会事業について質問しておきます。水準は１２万４,０００円の、いわゆる減額と

いうことであります。しかし、中身が合併前と合併後と敬老事業の中身、報償金等含めてかなり

変わっております。１２万円にあらわれん部分があるというふうに思いますので、聞いておきた

いというふうに思います。 

 次に、福祉課関係であわせて児童クラブ事業、これは基本的には人数の減少に伴い、実際的に

は国庫の対象にならなくなったので県の対象になるということが報告されましたが、中身はどう

なるのかあわせて聞いちょきたいというふうに思います。 

 次に、総務所管関係で一括して、先ほど補足説明の中で、いわゆる給料、手当関係の変更につ

いては、いわゆる省略して報告されました。いわゆる中身、中身の省略、中身は、だからそれを

ふれない範囲で報告されましたので、その中身について質問します。実際的に今回補正は、さき

の、いわゆる臨時議会における人事院勧告の実施に基づき中身が変わったというふうに解釈して

おります。それに基づき今回の補正にあらわれとるというふうに見ておりますが、実際的に、い

わゆる職員数の変動や、また実際的な給料、手当、手当の中でもそれぞれ変動が起こってるとい

うふうに思います。できれば、きちっと、当初予算のときに実際的には総括表を出されますから、

その総括表に沿って答弁をぜひともお願いしときたいというふうに思います。 

 といいますのが、実際的には補正の積み上げだけではわかりにくい部分があるというふうに考

えております。といいますのは、かつては私はあの議会で聞かんこう、ときの担当課長の方には

事前に実際的に聞きにいって、ああ、このぐらいの変動かと総括ができよりました。しかし、さ

きの議論の中でも全く総括表もなけりゃあ何もないという中で、合併後本当にどうなのかと、い

わゆる人件費関係はどうなのかという部分が全く出てきません。もう一つは、今の状況がつかま

れたのが来年の当初予算のベースになると、給与関係は、いう立場から質問しちょきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員の質疑中ですが、暫時休憩を、いいですか。答弁は後ほどさせ

ますので、１５分間休憩をいたします。５５分まで休憩でございます。 

午前10時40分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時59分再開 

○議長（新山 玄雄君）  再開をいたします。 

 先ほどの広田議員の質疑に対する答弁、お願いします。橋本税務課長。 



- 22 - 

○税務課長（橋本 澄夫君）  歳入につきまして、町民税、固定資産税納付金でございますが、本

予算につきましては、合併後の１６年の１２月末に調整をしたわけでございますけれども、当初

予算の説明でも申し上げましたように、これは前３年の実績により、あらかじめの試算というこ

とで立てております。現在町民税の普通徴収につきましては４,１２５人、特別徴収につきまし

ては３,４１２人の課税になっております。総体の数につきましては、余り変わりはございませ

んが、当初見積もりとの比較で、営業所得につきましては不景気、年金所得につきましては額が

下がっております。それから、給与所得も同様でございます。退職等ございましたんで落ち込ん

でおります。 

 固定遺産税につきましては、昨年の新築件数が１６０件程度でございます。土地につきまして

は、負担水準の調整の関係で下がっておりますが、家屋償却資産につきましては、設備投資関係、

これは東和の選果場がございますけども、これにつきまして１５０万円程度、それから大島商船

につきましては公納付金の方から固定資産税が１５０万円程度ふえております。大きなものにつ

きましてはそのようなものでございますが、公納付金につきましては、大島商船が固定資産税の

関係に移った関係で減っております。学校教育の目的で使うものにつきましては、かからないわ

けでございますが、住宅とか、そういうものにはかかっております。これは独立行政法人化に伴

う減でございます。後ほど国保もマイナスになっておるわけでございますが、これにつきまして

も町県民税の課税標準が同一でございますので、同じような理由ということになろうかと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  説明書の３ページになります民生費負担金の老人保護措置費負

担金につきましては、国によります制度改正によるものではなく、単純に入所者扶養義務者の所

得増によるものであります。 

 次に、公立保育所、私立保育所の負担金の増についてですが、当初予算とのちょっと比較を、

人数比較を説明させてもらいます。私立につきましては、年間の延べ人数ということで考えてい

ただきたいと思います。乳児が１３２人が２０８人、１、２歳児が１,０２０人が１,２２５人、

３歳児が１,００８人が１,０３８人、４歳以上児が１,８６０人が１,９２１人、合計で

４,０２０人が４,３９２人であります。公立につきましては、乳児がゼロ人が３９人、１、２歳

児が２０４人が２４９人、３歳児が２５２人が３１６人、４歳以上児６４８人が７０２人、合計

で１,１０４人が１,３０６人に増加したということであります。 

 次に、１９ページの敬老会行事につきましては、これまで旧町いろいろ補助金とか敬老祝い金

とか違っておりましたが、１７年度から補助金につきましては７０歳以上、１人につき８００円

を補助して社会福祉協議会いって、この敬老会を実施をしていただいております。で、祝い金に
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つきましても９０歳以上３,０００円、１００歳以上１万円というふうに統一をさしていただい

ております。 

 次に、２１ページの児童クラブにつきましては、屋代児童クラブが児童数減少により国の対象

から県の対象になったということです。で、ちなみに国の制度を申し上げますと、年間の開設日

数が２００日から２８０日、児童数が２０人以上を一つの対象としております。それと、年間開

設人数が２８１日以上で、児童数が１０人から１９人が国の補助基準となります。で、県の補助

金につきましては、開設日数が年間２００日以上、児童数が１９人以下を対象としておりまして、

このため児童数減少により県の補助事業へ移行したということであります。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。６ページの中山間地域等直接支払い事業の

集落数の減少についてでございますが、どれぐらいの減少かということでございますが、９６集

落から４９集落でございます。地区ごとにということでございますが、久賀が１３から２集落に、

大島が４７から３１に、東和が１９から３に、橘が１７から１３集落に減少しております。 

 同じく６ページの競争力強化生産総合対策事業補助金、この改植事業の不採択により改植がど

うなるのかということでございますが、ハード事業は不採択となりましたが、平成１７年度から

国がかんきつ園地転換特別対策事業を実施しております。ＪＡは今年度の改植については、この

かんきつ園地転換特別対策事業を実施することで進めております。この事業につきましては、補

助金の流れが国中央果実基金、県基金、生産出荷団体、生産者と流れます。したがって、町の予

算には出てこないということでございます。 

 同じく、６ページの強い農業づくりの交付金の中身ということでございますが、担い手総合支

援交付金、農業委員会の補助金のうちの農地地図情報システム整備事業と競争力強化生産総合対

策事業の補助金、この３つが今年度より強い農業づくり交付金に一本化されたために予算を組み

替えるものでございます。 

 また、競争力強化生産総合対策事業補助金につきましては、ハード部分の改植事業を中止し、

ソフト部分のみを組み替えるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  財政調整基金についての御質問をいただいております。 

 今回の補正を踏まえましてですけれども、先ほど補足説明で基金残高５億７,０８５万

７,０００円という御報告申し上げましたけれども、今年度２億５,１３９万１,０００円を取り

崩して、１億７,５００、利子も含めまして１億５,７０７万８,０００円を積み立てるというこ
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とで、差し引き今年度財政調整基金につきましては７,６３１万３,０００円の減額というふうに

なっております。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  私の方から３点お答えさしていただきます。 

 まず最初に、消防団の活動服購入に伴うところの減額補正ということになりましたけれども、

これにつきましては、さきの議会でも説明さしていただきましたけれども、備品購入、アポロキ

ャップ、作業服、帽子等でございますけれども、まあ、衣料、衣料ということでありますので、

一応定価があります。定価につきましては、基本的には一応仕様書では消防団活動服にはベルト

とか、階章をつけることか、それから、素材については財団法人日本環境協会認定のエコマーク

を取得することとか、オールシーズン使用可能であることとか、それから、入札の日の前までに

同等品の審査を受けるとか、それとか入札時に紡績メーカの品質証明及び出荷証明書等を提出す

るとか、それから、総務省消防庁新服基準であることとか、素材についてはポリエステル６５％、

綿３５％、レーヨン混合とするとか、それから、いろいろもろもろありますけれども、それから、

アポロキャップにつきましては、消臭帯電防止の使用をすることとか、アジャスターを取りつけ

ることとか、それから、帽子のひさしには月桂樹の刺しゅうをつけるというような、いろんな条

件を示して、それに合うような定価価格から約２割減で８０％の価格で予定価格は設定をされて

おります。 

 それに対して、入札参加が当初８社を予定しておりましたけども、２社は辞退と、最終的には

６社による競争入札ということで、一番、６２.２％が一番予定価格に対する割合が高かった、

その次が５５.８％、その次が５４.７、その次が５１.３、その次が５０.４、それから

４９.４％で、宇部市の藤村ポンプ株式会社が入札ということで、かなり価格を下げて、当初予

定してない価格ということになりまして、大幅な入札減ということで、入札減になったものは、

何か他の消防機材をということも考えて見ましたけれども、これはもう国の方ではそれは認めら

れないというようなことと、それから、藤村ポンプにつきましても今後購入するときにはこの価

格でお願いできるだろうかということであれば、今回限りということでありましたので、今回予

備に１００着ほど購入させていただいておりますようなことで、入札はさしていただいておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次でございますが、よろしゅうございますか。例規集の件でありますけれども、こ

れは学校には現在配布しておりません。その変わりＣＤ－ＲＯＭということで、コピーして、例

規集をコピーして学校でパソコンで見られるというようなことで対応しております。 

 それと、人件費の人勧に伴うところの人件費のことでございますが、これはちょっと字が細く

てわかりにくいところもございますけれども、まず１番上のところを見ていただいたらと思いま
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す。議会でありますけれども、人員についてはこれ前後となっておりますけれども、これにつき

ましては１月１日で当初予算は予算を組む関係もありますが、それから以後変動がなかったとい

うことで５人、５人ということで、給料が２,５７９万４,０００円、これはトータルで実際に

３月までに２,５７９万４,０００円ということでございまして、当初につきましては、当初予算

見ていただいたらおわかりと思いますけれども、２,５９２万円引く２,５７９万４,０００円と

いうことで、マイナス１２万６,０００円というような状況になっております。以下同様に、当

初予算あるいはそれぞれの扶養等確認していただければ、今回の補正額が確認できると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  資料が出てきたというのが一つ大きな成果かなというふうに聞

いております。 

 もう１点は、先ほど質問漏れがあった部分を中心に２回目の質疑を行いたいというふうに思い

ます。 

 一つは、今回から交通対策事業というのがこの補正予算に出てきております。いいますのが、

交通対策事業いったい何をするのか、基本的にはバス待合所を設置する場合いうことで補助体系

ができてきておるようですが、実際的にどういう場合にこの補助対象となるのか、基準的なもの

をつくっているのか、要望があればきちっとそれを出していくのか、それについて質問します。 

 ２点目、竜崎温泉、私は基本的には多額な、実際的に多額なものを投資しすべきではないとい

う格好で今まで取り扱ってきました。一つは、実際的にタオルを購入すると、じゃあ、具体的に

何本そろえて、同一のタオル、それぞれどういう配布にするのか、実態として、いわゆる入浴関

係何人を予定しておる、そのうちのどのくらいを考えておるのかという具体的な部分の答弁をお

願いしたいというふうに思います。それと、今回リースでやるんか、リースでやるんかな、そう

いう補足説明だったかな、実際的にこれも何年で、幾ら、総トータル幾らなんか、その辺が全然

皆目説明されてないんで、きちっと答弁を求めたいというふうに思います。それで、総合レジそ

のものが必要な理由というのが、まだ私非常に不明瞭というふうに考えております。ですから、

総合レジを行うのに、何がようなるんか、何のためかちゅうのが非常にわかりにくいというのが

ありますので、その辺の答弁を求めておきたいというふうに思います。 

 それと、起債等についても質問しちょきたいというふうに思います。基本的には補助と起債と

いろいろ組み合わせながら一つの事業を進めていきます。今回特例債が２億数千万円、これは場

所は大体想像つきます。そのことによって、実態として、例えば今年度末の見通し、起債残高の

見通し、一般会計における起債残高の状況はどういうふうな状況になるのか報告を求めておきた

いというふうに思います。 
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○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  一般会計におきます今年度の起債残高の見通しということでござい

ますけれども、今回の補正を踏まえまして、一般会計の起債残高の見込みですけれども２６２億

４,４２９万７,０００円と見込んでおります。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  ２点ほど御質問がございましたので、お答えをいたします。 

 初めに３９ページの交通対策事業で、これは何をするのか、基準はどうなっているのかという

ことでございますが、伊保田港バス停新設に伴うこの補助金でございます。で、基準はというこ

とですが、１２月１日付で周防大島町バス待合所設置事業補助金交付要綱を設置しております。

で、この内容でございますが、バス待合所の設置を行う自治会に対して、予算の範囲内において

バス待合所を設置事業補助金を交付するものでございます。これは新設でございます。で、補助

金の額は待合所の建設に要する経費、または３２万円のうちいずれか少ない額となっております。 

 次に、竜崎温泉運営経費でございますが、３９ページ、４０ページになります。消耗品のタオ

ル購入枚数とその根拠ということでございますが、これは条例改正によるタオル売り切れのため

のタオルの確保でございまして、算定根拠といたしましては、年に９万人を見込んでおります。

で、このうちの町外者が約６割で、その半数が購入すると見込んでおりまして、これが３万枚で

ございます。 

 次に、総合レジスターシステムのリース料、これは何年契約かということでございますが、そ

れと総トータルということでございますが、月額はこの補正予算に載せておりますように１２万

８,７３０円、これは３月分でございます。これに１２カ月を掛けまして１年で１５４万

４,７６０円、これが６年ということで９２６万８,５６０円となります。 

 次に、総合レジが必要な理由というお尋ねでございますが、この総合レジシステムを導入する

ことによりまして、入浴料及び食事会計の一元化の問題を解決することができるということでご

ざいます。具体的には、レストランの売り上げが明瞭になりますし、またお客様にとっては財布

の携帯が必要なくなるということで、盗難防止が可能となります。また、物販の拡充を考えてお

りまして、これに伴う事業の煩雑化をよりスピーディーに、かつ正確に行うことができ、施設全

体の売上集計が容易に把握できる事務の軽減化につながるというふうに考えております。 

 また、将来は指定管理者制度に移行しますので、この指定管理者制度にも役立つことができる

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  かなり自意識の違いがずんずんでてきそうなような中身の議論
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になったかなと、なるかなというふうに思いますが、実際的に、私は、今の段階でのやる前に、

補正をする前にきちっとやっぱりやらなければならない、改善しなければならない部分はかなり

あるというふうに見ております。今の段階で新たに６００万円のリース契約をするということは、

かなり問題があるんじゃないかという立場であります。 

 ただ、今回そのほかかなり新しい名前が出てきております。例えば、今の観光課関係であれば

５万円ずつですか、実際的に補助をするし、県補助を使って実際的に竹林の会ですか、何か、正

式名称を含めて答弁をしてほしいわけなんですが、県補助を使ったそういう事業とかあります。

担当課の方最後になりますから、その辺ぴちっとちょっと報告を求めておきたいというふうに思

います。よろしくお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  ２点ほど御質問がございましたのでお答えいたします。 

 初めに、４０ページと４１ページに、４０ページでは竜崎温泉「潮風の湯」、それと潮風呂保

養館、４１ページでは片添ケ浜温泉の遊湯ランド、これが５万円ずつ町温泉協会協議会負担金と

いうのが出ておりますが、これはのんた湯さ来いネット事業の負担金でございまして、周防大島

の５湯すべて入浴できる周遊券、これをこの１０月１日から１２月２９日までの販売、入浴期間

としておりますが、この公共の３湯とホテル大観荘、サンシャインサザンセト、これがそれぞれ

５万円ずつ、それとおいでませ山口観光キャンペーン推進協議会、これが１５０万円で、合計で

１７５万円の事業でございます。 

 それと、３２ページになりますが、負担金補助金及び交付金のところで竹林利用促進対策事業

補助金２０万円というのがございますが、これは補足説明でもございましたように竹炭の窯の制

作経費でございまして、県が３分の１、地元が３分の２の負担でございます。のんたの会に補助

金を出すものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ７ページのごみ収集袋についてちょっと御質問しますが、収集袋

は燃えるごみ、それからプラスチック、それから空き缶とありますが、それぞれ原価は幾らです

かね、それと原価が幾らで、売りが幾らと、当然委託とかをされてますんで、そういう方々に委

託料が必要だと思うんですが、実際に収入としては、これ１枚当たりでいいですが、幾らになる

のかちょっとそれをお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  東原生活衛生課長。お願いします。──わかった、質問の趣旨は。──

村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  大変申しわけございません。原価等について掌握しております
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が、あと御指摘のございました販売金額及び販売に伴う手数料について、早急に資料徴集の上、

後刻御報告さしていただきたいと思いますので、御了解いただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ぼくは最初、これはもう原価でそのまま、もちろんそりゃ委託者

には手数料払わにゃいけんけど、それだけ上乗せして利用者というか、住民の方々にお売りしと

るんだろうというふうに思っとったわけですが、いわゆるだから町としての収入はもちろんある

わけですよね。ということは、今までこう、今からもそうなんでしょうけども、いわゆる有料ご

みということですよね、ということは、だから各家庭に負担をさしとるわけですから、ごみ収集

に、ただ有料ごみをもう既にやってると周防大島町は、というふうに理解していいわけですよね。 

 それと、これはきのうもテレビでちょっとやってましたけども、特に燃えるごみについては、

カラスの被害が大変だということで、東京の方でしたけども、いわゆる黄色のカラスが嫌がる袋

を利用して、これが非常に効果が上がってるというのをテレビデでやってましたけども、本町に

おいてもそういうことを検討を既にしとるのか、今から検討する余地があるかどうか、その辺答

弁お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  ただいまのごみ袋の代金の問題につきましては、確かに原価プ

ラス販売手数料お支払いしてるものプラスアルファー、要するに町の歳入、純粋の収入と申しま

すか、分ございます。当然のことながら、やはり行政サービスもやはり全くの無料というわけに

はまいらないのが現状です。やはり大分の負担が住民の方にも若干していただいて、今の多大な

ごみ処理経費と申しますか、その一部に当たるのがしかるべき対策ではなかろうかと、その金額

幾らにするかということは、現状で極力住民の方の負担少ないようにと申しますか、範囲内で、

されとてゼロというわけにはまいりませんので、若干の負担は住民の方にもしていただこうとい

う形で対応しているのが現状でございます。 

 もう１点の今のカラス対策ですか、今浜戸議員さんおっしゃられましたように、たしかきのう

テレビでやっておったかと思うんですが、たしか杉並区でしたか、やっておりましたが、本町の

場合には、いわゆるごみ収集ボックスの設置事業補助金と申しますか、そういった形で、先般も

若干ふれたかと思いますが、約３００減でステーションございます、町内に。そのうち現在そう

いったボックス設置されておるところが約３分の１です。１００カ所余りでございます。そうい

ったことについては、その制度があることを住民の方、地域の方により周知いたしまして、その

袋の対策と同時にというよりは、カラスだけではないいろんな猫とか、いろんなものを被害から

も防ぐためにもそういった収集ボックスの設置を促進してまいりたいと考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回の周防大島町一般会計補正予算（第６号）について、いわ

ゆる反対の立場から討論をいたします。 

 私は、一貫して主張しているのは、町長はとかくあれもこれもやりなさいいうから、いわゆる

的を絞った、いわゆる予算化ということをたびたび言われます。当初予算編成から当たって、今

日の補正予算、先ほどの行政報告についても聞かれるように、私たち議員は基本的にはあれもこ

れもやれという言い方をしておりません。どの議員さん方もそうだというふうに思います。今、

一番住民が要求しているものは何か、それについて住民の代弁者として議会内外で活動していく、

これが議員の役割です。 

 具体的にいいますと、一つは、例えば教育予算、今回も若干ついておりますが、基本的には需

用費はまだまだ不足しているというのが実態なんです。もう１回調査をしていただきたいという

ふうに思います。 

 また、できるだけ予算を節約してというのは、あらゆる機会を通じてという意味と理解してほ

しいわけです。例えば、予定価格を作成します。あらゆる資料に基づいて予定価格を、いわゆる

つくり出す。そして、その予定価格の段階で余った部分は、早う言えばきちっとした、いわゆる

ほかの部分に使う、いうことを行えば、私はもっともっと違う形で、とりわけ国庫補助がついと

る分については、そりゃあ違うかもわかりませんが、実際的に備品等について今まで議論してき

た中で、とりわけ備品の予定価格というのが、非常に難しいのはわかります、実態として。難し

いのはわかりますが、やはりついこの間の部分でも、実際的にはかなり開きが出ておるというの

も実態だと。確かに建設とか、そのほかの単価については、単価表がありますから実際的に難し

いかもわかりませんが、制度の部分からしたら、しかしそれでも、節約していく、そして補正予

算に反映してやっていくという立場を貫くことが、より住民のための予算になっていくという点

があります。 

 もう１点は、実態として、私はこの予算の中で、当初予算を編成するに当たって、昨年度、旧

合併前、合併後、実際的には合併初年度の今年度が竜崎温泉については多額な支出になるという

ふうに考えております、実際的な支払いは。中で、一貫して私は節約を求めてきました。例えば、

身の丈にあった、いわゆる運営といいますか、いう立場で言うてきました。実際的には今回補正

を見てみても、実際今の段階で６００万円余りの総合レジシステムが、この補正の段階で必要な

のかどうなのか、事前に私は議員各位、とりわけ旧橘地域から選出しとる議員さん方の声を集め

て見ると、もっともっと先にやらんにゃいけんことがあるんじゃないかという声を聞いておりま
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す。例えば提言としては、電気料の、いわゆる徴収方法とか、そういう中身を聞いております。

この補正前に、行政報告で町長がやっぱりあそこについてはこういう方向になったぐらいは、き

ちっと言うべきだと、これが私は町長の立場ではないかというふうに考えております。それでは、

すべて加味して、今回の補正、一般会計補正については、反対の立場を明確にしちょきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは賛成討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  反対討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１号平成１７年度周防大島町一

般会計補正予算（第６号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第２号 

日程第８．議案第３号 

日程第９．議案第４号 

日程第１０．議案第５号 

日程第１１．議案第６号 

日程第１２．議案第７号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第７、議案第２号平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号）から日程第１２、議案第７号平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補

正予算（第２号）までの６議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  それでは、予算書をお願いいたし、予算書の９ページをお願い

いたします。 

 議案第２号平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

て補足説明を行います。 

 今回の補正の主なものは、医療費の支出増が見込まれ、保険給付費に不足を生じるため、国庫

負担金及び療養給付費等交付金を増額し、歳入不足分については基金からの繰入金を財源とする



- 31 - 

補正を行うものであります。 

 では、本文で第１条の歳入歳出予算の補正では、第１項で、既定の歳入歳出予算の総額に１億

９,４４５万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３２億９,３５１万１,０００円とする

ものであります。 

 第２項で、第１表歳入歳出予算補正を掲げていますが、事項別明細書で説明をいたします。事

項別明細書、特別会計の事項別明細書、３ページをお願いいたします。 

 ３ページの歳入から説明をいたします。１款の国民健康保険税では、基準総所得などの変動に

より調定額と収入実績を踏まえまして、一般被保険者で２,３１０万６,０００円を減額し、退職

被保険者で５３５万２,０００円を増額いたします。 

 ３款の国庫支出金では、１項の国庫負担金で、一般被保険者の療養給付費等の増加により

５,７６０万円を増額し、２項の国庫補助金でも医療費の増加により財政調整交付金を１,４４０万

円増額いたします。 

 次のページ、４ページをお願いします。４款の療養給付費等交付金では、退職被保険者の療養

給付費等の増加により７,０００万円を増額いたします。 

 ５款の県支出金では、医療費の増加により財政調整交付金を８００万円増額いたします。 

 ８款の繰入金では、１項の他会計繰入金で１,００２万３,０００円を減額いたします。これは

一般会計からの繰入金で、保険基盤安定繰入金の保険税軽減分を８９９万５,０００円、保険者

支援分を１７４万９,０００円の減額、職員給与費等繰入金を５１万３,０００円、その他一般会

計繰入金を２０万８,０００円増額いたします。 

 ５ページの２項の基金繰入金では、医療費等の増加に伴い予算額に不足を生じることから、基

金７,２２２万９,０００円を取り崩して財源といたします。 

 次に、７ページをお願いいたします。歳出であります。 

 １款の総務費は、職員人件費や一般管理費で５１万３,０００円を増額いたします。 

 ２款の保険給付費、１項の療養諸費では、本年度の執行見込み額を勘案し、一般被保険者療養

給付費１億円、８ページになります退職被保険者等療養給付費６,０００万円、審査支払手数料

２１３万２,０００円を増額いたします。 

 ２項の高額療養費でも、本年度の執行見込み額を勘案し、一般被保険者高額療養費６,０００万

円、退職被保険者等高額療養費１,０００万円を増額いたします。 

 ９ページの３款老人保健拠出金は、財源組み替えであります。 

 ６款の保健事業費は、職員人件費を２７０万１,０００円減額いたします。 

 １０ページになります。１０款の予備費では３,５４９万２,０００円を減額し財源調整を行っ

ております。 
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 以上で平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の補足説明を終

わります。 

 次に、議案第３号平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきま

して補足説明を行います。 

 今回の補正の主なものは、支援サービスの利用の拡大による保険給付費の増加に伴い、歳入歳

出につきまして所要の補正を行うものであります。 

 歳入歳出予算の補正では、１項で既定の歳入歳出予算の総額に１,６０２万５,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を２６億１,１５３万９,０００円とするものであります。 

 それでは、事項別明細書で説明を行います。１３ページをお願いいたします。 

 歳入であります。３款の国庫支出金、１項の国庫負担金では、保険給付費の増加に伴う２０％

相当分の介護給付費負担金３１３万３,０００円を増額いたします。 

 ２項の国庫補助金につきましても、保険給付費が増額になったことによる調整交付金３６０万

３,０００円を増額いたします。 

 ４款の支払基金交付金でも保険給付費が増額になったことによる社会保険診療報酬支払基金か

らの交付金５０１万２,０００円を増額いたします。 

 ５款の県支出金でも保険給付費の増額に伴う１２.５％相当分の介護給付費負担金１９５万

８,０００円を増額いたします。 

 １４ページです。７款の繰入金では２３１万９,０００円を増額いたします。保険給付費が増

額になったことによる介護給付費繰入金１９５万８,０００円と事務費などのその他一般会計繰

入金３６万１,０００円を増額いたします。 

 次、１５ページ歳出であります。１款の総務費、１項の総務管理費では、町で実施の訪問調査

件数の減少などで３０万７,０００円を減額いたします。 

 ３項の介護認定審査会費では、訪問調査の委託件数の増加で６６万８,０００円を増額いたし

ます。 

 次、１６ページの２款保険給付費１項のサービス諸費では、介護サービス等給付費の財源組み

替えとサービス利用の増加により支出の増が見込まれることから、支援サービス等給付費を

１,５６６万４,０００円増額いたします。 

 その他諸費、高額サービス費、特定入所者サービス費は、財源組み替えであります。 

 以上で平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の補足説明を終わり

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  私の方から議案第４号、５号、６号についての補足説明をさし
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ていただきます。 

 まず、議案第４号平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について

補足説明を行います。 

 今回の補正につきましては、補正予算議案書１７ページに掲載のとおり、既定の歳入歳出予算

の総額に６０８万５,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ９億９,３１９万

３,０００円とするものであります。 

 引き続きまして、詳細につきましては事項別明細書、特別会計の事項別明細書２１ページをお

願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、２款使用料及び手数料１項使用料１目給水使用料につきましては、

滞納繰越分につきまして鋭意徴収に努め、その徴収実績により３７０万円を追加計上いたしまし

た。 

 ３款繰入金は、一般会計から繰入金１３８万５,０００円を受け入れ、財源調整を行っており

ます。 

 ５款諸収入２項雑入の１００万円は、県営農道整備事業にかかる水道管移設補償費であります。 

 ２２ページお願いいたします。１款簡易水道費１項事務費は、給与改定に伴う人件費の調整で

ございます。 

 ２項事業費１目維持管理費は、維持管理経費において各水道施設における漏水等の修繕費を

６５０万円追加するとともに、東部簡易水道配水管布設工事の調査設計の結果、工事請負費を

１５７万５,０００円減額するものであります。 

 ２目水道補償事業費は、歳入でも申し上げましたとおり県営農道整備事業に伴う水道管移設工

事でございます。 

 以上が、議案第４号平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の概要

でございます。 

 続きまして、次に、議案第５号平成１７年度下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

でございます。議案書の２１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に７２１万５,０００円を追加し、予算の総額を

５億１,９９２万６,０００円とするものであります。 

 特別会計の事項別明細書の２５ページをお願いいたします。 

 まず、歳入につきましては、１款分担金及び負担金では、受益者分担金を６６万円追加計上い

たしました。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料は、下水道使用料の増により公共下水使用料を追加計上いた

しました。 
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 ２項手数料は、業者指定手数料及び督促手数料の追加計上でございます。 

 ４款繰入金につきましては、一般会計から４１４万７,０００円の繰り入れにより財源調整を

行っております。 

 ２７ページからの歳出につきましては、給与改定に伴う人件費の調整を行うとともに、１款公

共下水費２項事業費１目維持管理におきまして、台帳未整備地区にかかる下水道台帳作成にかか

る委託料の追加が主なものでございます。 

 以上が議案第５号平成１７年度下水道事業特別会計補正予算（第３号）の概要でございます。 

 続きまして、議案第６号平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）について補足説明を行います。補正予算書の２５ページになります。 

 今回の補正につきましては、第１条において、既定の歳入歳出予算の総額から６,６７３万

４,０００円を減額し、予算の総額を１４億８,０３２万４,０００円とするとともに、第２条に

おきまして、地方債の補正を行おうとするものでございます。 

 それでは、詳細につきまして特別会計事項別明細書の３１ページをお開き願います。 

 まず、歳入につきましては、１款分担金及び負担金、２款使用料及び手数料では、実績に応じ

調整を行っております。 

 ３２ページの３款県支出金では、農業集落排水事業県補助金が決定しましたので５,０４３万

５,０００円を減額するものであります。 

 ４款繰入金は、一般会計からの繰り入れを１,９７７万４,０００円追加し、財源調整を行った

ところでございます。 

 ５款諸収入は、消費税還付金を１９万４,０００円追加するものであります。 

 ６款の町債におきましては、事業費の確定見込みによりまして下水道事業債及び過疎対策事業

債をそれぞれ減額補正するところでございます。 

 ３５ページをお願いいたします。歳出についてでありますが、この会計におきましても給与改

定に伴う人件費の調整を行っております。 

 人件費以外の補正につきまして、主なものを御説明いたしますと、１款農業集落排水費２項事

業費１目維持管理費におきまして、台帳未整備地区にかかる下水道台帳作成にかかる委託料

１,０００万円計上いたしました。 

 次に、３６ページになりますが、２目農業集落排水事業費におきまして、沖浦西地区、沖浦東

地区、和田地区、秋地区のそれぞれの農業集落排水事業につきまして、補助金が決定いたしまし

たので、測量設計業務委託料、工事請負費等のそれぞれの調整を行っております。 

 以上が議案第６号平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の概

要でございます。何とぞ、慎重御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いを申し上げ、補
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足説明を終わらしていただきます。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  議案第７号平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第

２号）について補足説明を行います。 

 今回の補正は、補正予算議案書３１ページのとおり、既定の歳入歳出予算の総額に４８万

２,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ８,２３９万１,０００円とするものであ

ります。 

 それでは、詳細につきまして事項別明細書により御説明をいたします。特別会計の事項別明細

書４１ページをお開き願います。 

 まず、歳入でありますが、一般会計から４８万２,０００円を繰り入れることとしております。 

 次に、４３ページをお願いいたします。歳出の関係でございます。各航路におきます職員の給

与改定に伴います人件費の調整と情島航路運航経費について、職員の病気休暇に伴う賃金の増額、

浮島航路運航経費において切符取り扱い委託料を増額補正をしております。 

 以上が議案第７号平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）の概要でござ

います。 

 いろいろ各会計補正予算について御説明いたしましたけれども、何とぞ慎重御審議をいただき

まして、御議決をお願い申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩しましょう。昼休みに入ります。午後１時から。 

午前11時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時04分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、再開いたします。 

 広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  国民健康保険特別会計について質疑を行います。 

 事項別明細の方は３ページからになります。１点は、今回２,５００万、２,３１０万６,０００円

一般保険者国民健康保険税が、いわゆる減額になっております。これは、先ほど本会議で税務課

長が答弁席に立ったときに同じような内容だということで、国保会計の部分も答弁しちょるよう

な格好になっちょるんですが、実際的に聞いておきたいのは、実は国民健康保険税は旧町の場合、

橘町が３方式で、実際的に他町が４方式という格好で決定、３方式か、４方式かいう格好で、か

なりの部分があります。で、一つは今回で所得割部分だけが実際的に減額になったということな

のかどうなのか、所得割部分だけが実際的に減額になったのかどうなのかという点が、まず質疑

の１番目です。 
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 次に、２点目として、先ほどから当初の医療費等の見込みから、実際的に、いわゆる医療費が

当初見込みよりふえたということで、実際的にはそれぞれふえたということです。療養給付費補

正額、それで実際的には一般の部分、退職者部分等がふえているんですが、どの程度見ておられ

るのか、医療費の伸びを、実際今回の、いわゆる国保提案に当たって、医療費伸びはどの程度見

とるのか聞いておきたいというふうに思います。 

 それともう１点は、実は今回、年度途中であるということでありますが、一般会計繰入金が、

実際的には任意分を減額ということで１,０００万円ほど減額されとるんですが、もう一方基金

からの繰り入れいうことで、基金を取り崩しとります。 

 御承知のように合併後の、いわゆる実際的にいろんな合併に伴いいろんな支援措置がある中で、

特交にかかわる部分で、例えば使用料とかいろいろありますが、それらが、いわゆる調整のため

いうことで、特交の中に一定の、いわゆる調整的な交付金部分があるんではないかというふうに

私は見ているんですが、国保関係については実際的にどういう状況で、それを考えておられるの

か、実際的に。 

 今回、この基金７,２００万円を取り崩すとなれば、残りもあと報告していただきたいんです

が、もう２,０００万円少々になるんじゃなかろうかということになります。そうすると、次年

度以降の国民健康保険税の大幅な引き上げにつながってくる可能性があると。私は当初の段階で、

任意分以外でも一定程度繰り入れちょかんと大変になるよという議論をしちょると思うんですが、

その辺に対してどういう見解を持っておられるのか聞いておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  なお、質疑は各議案ごとに行いますから、議案第２号でございます。そ

ういうことでやります。ちょっとそれは抜けてましたので。 

 それでは答弁をお願いします。橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  国保の減額につきましては、営業所得、年金所得並びに給与所得の

減少のベースの落ち込みに伴うものでございますが、現在７,９４８世帯、一般が７,００９、退

職が９３９世帯ございます。被保険者数につきましては１万３,５５１人で、一般が１万

１,４４７、退職が２,１０４でございます。これも人数的にはほとんど変わっておりません。 

 で、減額の内容につきましては、所得割、資産割、均等割、平等割ございますけども、所得の

減少に伴うものでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  まず、４ページにあります繰入金につきましては、一応これは

ルール分に基づく繰り入れということで、それとその他一般会計繰入金の国保負担軽減対策、こ

れにつきましては、地方交付税に参入されてるということです。地方交付税に参入されているの
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を繰り入れるということであります。 

 で、基金繰り入れにつきましては、この基金につきましては、この年間に税の収納率が大幅に

減ったとか、医療費が大幅に伸びたとか、そういうときのための基金を積み立てておるわけです

が、で、先ほど言われました税率アップにつながるんではないかということですが、当然この中

で、特別会計の中で財源が不足すれば税率アップということは考えてはいかなければならないと

思っておりますけど、合併で調整を行ってまだ１年ということでありますので、極力その税率ア

ップは避けていきたいなというふうには思っております。 

 で、また一般会計からの繰り入れを考えたらということもありましょうが、そうなりますと町

民すべてが国保の加入者ではないということでありますから、国保の被保険者以外から税金を投

入するということになりますので、できるだけそれも避けていきたいというふうに思っておりま

す。ですから、これから健康づくりなど、また税収のアップ、収納率のアップにこれからも努め

ていきたいということと、今回の医療費につきましても見込みということで、不足したらいけな

いということで少し余分も見ておるということもあります。で、また、インフルエンザなどが流

行しなければまたその分余ってくるということで、極力基金を残すように努力して、今後の税率

アップを控えるために基金を残しておきたいというふうには考えております。 

 で、次に、保険給付費の伸びにつきましては、一般被保険者の療養給付費につきましては、

年々増加傾向にあるのは御承知のとおりだと思います。で、平成１６年度が１２億２,０００万

円余りの医療費で支出をしております。それから、現在の伸びを見込みまして、現在１４億円と

いうふうに見込んだところであります。 

 で、次の退職被保険者療養給付費につきましても、平成１６年度が５億２,０００万円余りと

いうことです。で、これも現在の実績で推定をいたしまして、不足をしないようにということで

６億１,０００万円ということで予算計上さしていただきました。 

 で、高額療養費につきましても、これまた医療費とは別にまた高額になったときということで

すので、年々まだこの差は出てくるとは思いますので、これも現在の推定で計上さしていただい

ております。 

 以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  先ほど、今も答弁があったわけなんですが、実際的に御承知の

ように見解を異にするところがあります。といますのが、実際的に国民健康保険特別会計をこの

会計だけで維持するということは、基本的には困難というのが明らかな状態です。いわゆる実際

的に、この会計だけで見なさいと、例えば任意分だけ、実際的に任意分の負担だけで地方自治体

が繰り入れをやるというだけでは、実際的には困難ということであります。いいますのが、今出
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されたように、今回７,０００万円の基金の取り崩しということで、先ほど具体的な数字が、残

金があったかどうかちょっとわからんのですが、２,０００数百万円か、そこらだろうというふ

うに思いますが、実際的には会計の独自会計の中で賄うということは困難な状況があります。 

 ましては、先ほど答弁漏れがあった部分について再質問ということをしておきたいというふう

に思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  国保基金の残高のお問い合わせですけれども、今回の取り崩しを踏

まえまして、国保基金の残高が２,９０２万６,０００円となります。で、先ほどの御質問で、特

別交付税で、それと合併に関する調整部分があるんじゃないかというような御質問で、確かに

３年間特別交付税そういった調整があるということでございますが、御存じのように特別交付税

につきましては、この部分に対して幾らというような算定ではございませんので、これが幾らと

いうことは申し上げかねます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 次に、議案第３号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  介護保険関係について質疑を行います。 

 介護保険、今回の補正でちょっと見えにくいんで、改めて補足説明を求めたいというふうに思

いますが、実態として、いわゆる今回の補正と、いわゆるさきの国会による介護保険分の改正部

分の、いわゆるつながり部分、今回の補正部分にあらわれておるのかどうなのか、ちょっと聞い

ちょきたいというふうに思います。 

 それと、もう１点は、専門用語みたいな格好で非常にわかりにくい部分が、いわゆる支出の方

で聞いときたいんですが、実際的に今回介護認定審査会経費で６６万８,０００円ふえておりま

すし、支援サービス諸費、これは居宅支援サービス等ふえております。実際的に今の見通しとい

いますか、１年間のサービス料についてどういうふうに見とるのか聞いときたいというふうに思

います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  今回のこの補正が、これから、来年度から大きく法律改正にな

りますが、その影響があるのかということですが、その影響、今回は影響はございません。 

 支援サービス給付費につきましては、現在の利用状況を見込んで今回補正をさしていただいた

わけですが、実際説明欄にあります居宅支援サービス給付費、これにつきましては、前年度と比

べまして１２２％の増と居宅支援単品サービス給付費につきましては、前年度対前年１６２％の
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増、居宅支援サービス計画給付費につきましては、対前年１１５％の増というふうに見込んでお

ります。で、主に利用者がふえたのがディサービスの利用が特に増えているわけですが、利用者

につきましても平成１６年度が平均月に１８７人と見込んでおりましたが、現在２１３人の利用

があるということで、不足するということで、今回補正をさしていただきました。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  先ほどちょっと部長の方から答弁で、委託料部分で訪問調査部

分は、ちょっとなかったんで、再答弁を求めておきたいというふうに思います。 

 それと、実際的にかなり合併前と比較して、旧４町時代をプラスした部分と比較したら、かな

りふえちょるということなんですが、その充実等があった中でということなのかどうなのか、ち

ょっともう少し、例えば居宅支援部分のこの部分がふえた、単品サービスのこの部分がふえた、

居宅支援サービス部分のこの金額部分をもっとサービスわけでやってもらったら具体的にわかり

よいと、議員の立場から。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  一般管理費の賃金と介護認定審査会費の委託料、この件数の増

減ということでありますが、一般管理の方につきましては、現在町の方で雇い上げて訪問調査を

しているわけですが、当初で１,４４０件を予定しておりましたが、９１５件ということになっ

たということです。 

 で、介護認定審査会費の方の訪問調査につきましては、これは居宅介護サービス事業所へ調査

を委託しております。で、この当初が１,６７５件を予定しておりましたが、町の方が減ったと

いうこともありまして、１,９４４件の受託をしたということで増加になったということであり

ます。 

 で、サービス給付費につきましては、介護サービスにつきまして、当初と現在見込み額をちょ

っと申し上げますと、居宅介護サービス、居宅介護サービス費の方が７億２,０００万円が７億

１,０００万円、施設の介護サービスこれが１５億７,０００万円が１４億８,０００万円、居宅

の単品サービスこれが１,５４０万円、これは同じ額であります。で、居宅介護のサービス計画

費も７,９００万円同額であります。で、支援サービスにつきましては、居宅支援サービスが

４,２００万円が５,２００万円に増加したと、それと居宅支援単品サービスが３００万円程度が

４８０万円、で、居宅支援サービス計画費が１,８００万円が２,１００万円というような状況に

なっております。 

 で、単純に施設がふえたとか、サービスの提供者がふえたとか、そういう理由じゃなしに、単

純に支援サービスについては利用者がふえてきたいというような状況であります。 
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○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑ないようでありますので、質疑を終結します。 

 次に、議案第４号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １点聞いておきたいと思いますが、今回過年度分滞納繰越分が

３７０万円増ということですが、これは何年度分いうふうにとらえちょるんか、それと件数あわ

せて報告を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  この簡易水道事業特別会計の滞納繰越分につきましては、要す

るに現在残っておる滞納繰越が約１,９００万円あるわけですが、それを網羅してということで、

各地区ごとに今すべて一括にというわけにもありませんで、地区を限定してと申しますか、順次

古いもの及びかなり長年にわたって滞納しておられる方について、鋭意この４月より積極的に滞

納分の徴収に努めておるという状況でありまして、今の年度ごとに件数及び金額、これについて

はまた御報告さしていただきます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  諸収入の１００万円というのがありますが、これは先ほどの部長

の説明では県営改良事業の補償というふうにおっしゃったと思うんですが、それ間違いないです

かね。 

 で、あるならば、これをもって歳出の方で補償費として事業を行っておるわけですが、実際に

は歳出の方は１０５万円かかっとるわけですよね、わずか５万ではあるんですが、１００％補償

してもらえなかったのかどうか、その辺少し説明してください。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  この補償事業費につきましては、大島三蒲地区の農道整備事業

に伴う補償工事でございます。で、１００％というお話がありましたが、当然施設、設置したと

きは森林です。しかし、経年とともに当然その商品自体は要するに落ちてきます。当然その時点

の評価でもって補償されるということになります。当然減額になります。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第５号、質疑はありませんか。はい、小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  公共下水の下水道台帳作成費９００万円ですが、次の農業集排

でも１,０００万円ほど出ておりますが、この金額についてですが、費用として必要だから計上
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されてると思うんですが、この金額が非常に高く思われます。どの規模のものをどの程度のもの

が必要なのかわかりませんが、この金額の適正性というか、もっと安く上がるんじゃないかとい

う単純に思うわけですが、その辺のことを１点お聞きいたします。 

 それと、なぜ、今回１２月の補正に、この台帳作成費が必要なのか、この２点についてお伺い

いたします。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  それでは、下水道台帳のまず最初に必要性をちょっと御説明いた

します。  

 公共下水道台帳につきましては、下水道法の２３条の中に下水道の管理者、周防大島町長です

か、下水道管理者は台帳を調製し、これを保管しなければならないと、そして３項の中に下水道

台帳の閲覧を求められた場合にはこれを拒むことができないというので、新規に下水道台帳を作

成するときには台帳とか、そして例えば施設の排水の設備、処理場、そして管渠の位置、そうい

うのを明記した図面を保管し、排水設備工事のときにそれを提示して、施設を業者に作業しても

らうようになっております。 

 そして、今の片添地区の金額につきましてはちょっと高いんじゃないかということなんですが、

１キロ当たり約４０万円ぐらいかかっております。それには根拠といたしましては、処理場が

１カ所、そしてマンホールポンプが５基、そして管渠が２０.４８キロ、そして家の戸数が

４６８戸、そして面積が８４ヘクタールというふうな資料が根拠になっております。そして、こ

の作業の中で、一応今はまだ見積書をちょっと、設計をうちの方で組んだ単価で予算化をさして

いただいております。規制図面の例えば計画の準備とか、測量の作成、それとか成果の図形の変

換とか、それと基準点の測量というようなデータを台帳の方に保管し、コンピューターで管理す

るような形が提出づけられております。今の、あくまでもこれは予算化であって、片添地区の公

共につきましては、いずれ入札をしてから、結果により安い方に取っていただくようになります

んで、今の９００万円はあくまでも予算の枠ということで御理解よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  概要につきましては、先ほど、今担当課長が答弁したとおりで

すが、小田議員さんの質問の中でなぜこの時期にという点があったかと思いますが、このことに

つきましては、今課長の方から説明ございましたように、今の時期では若干遅いということを御

理解いただきたいと思います。で、大変申しわけない話ですが、補正予算という形で急遽対応さ

していただきたいということでございますので、その当たりもお含み置きの上、御理解いただき

たいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  小田議員。 
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○議員（２３番 小田 貞利君）  金額が９００万円が高いんじゃないかという部分で、キロ当た

り４０万円かかるということで、考えているという答弁ですが、このキロ当たり４０万円の台帳

を作成するにキロ当たり４０万円という金額が担当課として適正な金額と思っているかどうかと

いう内容の質問つもりだったんです。その辺をお願いしたいと思います。再度。 

 で、今回の補正で遅い、遅まきながらと、上げらしてもらったということですが、本来なら当

初で上げるべきだったということでしょうか、その辺の確認もお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  １点、まず１,０００万円について高いのではないかという御

指摘でございます。このことにつきましては、今まで供用開始している区域、また台帳整備、既

に整備している区域ございます。その当たりの今までの合併以前の話になりますが、で、各地区

の整備状況を行ったときの実績を踏まえて、今回の補正については対応さしていただいていると

ころでございます。 

 で、今の私、言葉足らず説明不足で大変申しわけなかったんですが、当然のことながら整備す

るごとに、当然その供用開始する区域については、そういった台帳を整備しなきゃいけません。

しかしながら、整備が１回にと、供用開始が、ですからまとまって何月何日この区域全体をとい

うことでなくして、現状の周防大島町の対応といたしましては、供用開始ができる区域は１日も

早くということで、住民の皆さんにその区域ごとに供用開始している段階でございます。 

 したがいまして、そのある一定区域がまとまった段階で台帳整備を行うという方向で対応さし

ていただいているところでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  旧町のを勘案してということですが、単純に高いと思うんです

よ。キロ当たり４０万円、台帳整備するのに、思いませんか。で、どこでどういう会社がそうい

うこの金額、入札に入ってくるかわかりませんが、で、どの規模どんだけの最低限度のクリアし

ちょかんといけんという部分の中で、４０万円ってどう考えても高く感じるわけですよね。例え

ば２０万円でできりゃあ、それで法的に問題ないのであれば、２０万円でいいと思うんですよね。

そういった部分を町担当課としてどういうふうに思われますかと、以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  それでは、ちょっと詳細について御説明いたします。 

 片添地区の下水道台帳の作業業務ですが、例えば５００分の１の計画図の平面図等が要ります。

そのために、まず、計画の面積が今８４ヘクタールあります、片添地区につきましては。それで

例えば、計測用の基図の作成がその面積分、それから測量、そして数値の編集、それからデータ

ファイルの作成、地形図のデータの修正、そして地籍の調査の２０００の変換というのが、まず
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規制図数値の作成の５００分の１の作成の資料にそれだけが要ります。そして、施設の調査とい

うのが要りまして、３級水準点測量というのが２１.４キロメーターあります。そして、マン

ホールの資料点検整理、片添地区につきましては、マンホールが今５基あります。それから処理

場が１基あります。そして管渠の資料の点検整理というのが２１.４キロメーターあります。 

 そして、ますと取りつけ管の調査が５００件あります。そして、施設調査のデータ作成としま

して、施設編集の素図の作成が２１.４キロメーター、そしてマンホールのデータの入力、そし

て管渠のデータ、管渠速成データの入力と、それと出力図を今度データ管理しますので、そうい

う図面が５２枚あります。それに諸経費の４０％加えたのが今の価格となっておりますので、競

争入札ではそれは安くなるかもわかりません。あくまでも、これ今の調査の設計の資料としての

予算化の数字です。 

○議長（新山 玄雄君）  小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  ３回がきたので終わりますが、ちょっと休憩してもらえますか

ね。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩します。 

午後１時36分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時37分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは再開いたします。 

 引き続き、答弁をお願いします。嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  片添地区は、東和町で平面図等はあります。ですから、下水道台

帳としての設備とする台帳としての業務がなされていない不備なもんであります。ですから、そ

れは法令で決められているのでつくらなければならないという。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑ありませんか。関連して。魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  今の件ですが、ちょっと漠然としてよくわからないんですが、

たしか森野地区の下水ですよね。片添の排水、あれが、処理場がある、その下水の関係ですよね。

おそらく１０年、あるいはそれ以上たってるんじゃないかと思うんですが、この間、じゃあ、ど

ういうふうな処理をされてたんですか。今さら台帳つくるなんて。（発言する者あり）いや、ほ

じゃから、それが漠然としてよくわからないんで、もうちょっとわかりやすく説明をしてほしい

んですけど。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  片添地区が完成して、もう既に何年かたっておりますが、各家庭

から例えば、下水道の施設があります、公共ますがあります。そういうときに、その公共ますの
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位置と下水道の高さの管の位置と、そういう例えば、全体からいけば５００分の１の図面に平面

図として各家庭の５００の位置を落とすと、そしてますの位置も出すと。それから、公共下水の

例えば高さですか、地域の地盤の高さがこのますの位置は何センチですよと、そして本管とつな

ぐときは、下水道の排水設備工事のときの高さの供用範囲でこれはここへつないだらいいと、そ

ういう資料を行政が下水道法によりつくらなければならないというのが法律に記載されておりま

す。ですから、今まではその平面図によって作成していたと思われますが、法律上つくらなけれ

ばならないというので、今回ほかの地区と並行して予算を提出したということになります。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか、魚谷議員。ほかに質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  非常に質疑と答弁が難しゅうて、非常に聞きにくい部分であり

ますが、一つは先ほどから議員もがんがん言いよるように、実際的に既に整備してなけりゃあい

けんかったと、それを全くしてなかったという解釈でとらえちょきたいというふうに思います。

それで、よいかどうか確認だけしときます。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  大変いろいろ論議のあるところでございますが、補足説明でも

申し上げましたように、未整備地区の整備をするということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑ないようでありますので、質疑を終結します。 

 次に、議案第６号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  農集議案ですよね、確認してちょっと質疑したいと思います。 

 今回、農集関係は事業費の、いわゆる確定に伴うそれぞれの減額というふうに見られます。そ

こで聞きたいのは、今年度分は実際的に確定しちょるが今からかなり工事ということになっちょ

るというふうに思います、実態は。実態は、今から工事ということになっちょります。それで、

実際ここにも、いわゆる先ほどから議論があった部分も出てくるかもわかりませんが、もう１点

は、それぞれ事業進捗をきちっと今の中で報告をしちょっていただきたいというのが、それぞれ

町からいえば一たん契約は済んで、実態としてずっと事業を進むわけなんですが、実は年度末で

かなり、今まで旧町の場合が、新町の場合違うと思うんですが、かなり年度を越して残るという

悪循環をしよった部分があると、だからちょっと聞いちょきたいんですが、実際的にはどういう

進捗なのか、それと実際的に、まあ、ええわ。それ聞ちょきたい。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  それでは、今の進捗状況についてお答えいたします。 

 初めに、沖浦の西地区というのがあります。これ今処理場等の建物とマンホールポンプという
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のを今実施しておりますが、今のところで６０％ぐらいの進捗率と思われます。 

 そして、沖浦東地区ですが、沖浦東地区は管路と今の処理場の水槽の方の工事を今実施してお

ります。これはちょっと出すのがおくれたので４０％ぐらいの進捗だと思います。 

 続きまして、東和地区の和田ですが、これが現在５０％ぐらいの進捗率だと思われます。そし

て、もう１件秋地区がありますが、これは調査設計で、今の段階で４０％ぐらいの進捗率だと思

われます。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  もう１点は、今進捗状況を求めました。もう１点は、和田地区

というくくりでいうと、私たち概念がどうしても和田駅を中心に考えると、実際的には、いわゆ

る和田地区だけで１,６４０ぐらいの、いわゆる網羅ということになりますが、実態としたら私

たちわからんのが和田と、いわゆる裏側と、裏側という表現がちょっと適切ではないかもわかり

ませんが、実際的に小部落、どこをこう網羅しちょるというのを含めて報告、大島の場合は大体

わかりますが、和田地区については非常にちょっとわかりにくいんで、報告を求めておきたいと

いうふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  それでは、和田地区についてちょっと御説明いたします。今

１,６４０人の計画人口がありましたので、家の今の計画戸数が５７８です。そして、場所は今

の東和の内入、そして和田、そして海水浴の逗子までの間が入ってます。そして神浦、そして今

の小泊、和佐という地区になっております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第７号でございます。質疑はありませんか。７号渡船事業。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第２号、討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私は、国保会計、まず、今、議長から言われた国保会計につい

ての考え方の違いから討論したいというふうに思います。といいますのが、これ反対討論の立場

です。 

 実は、先ほど部長さんの方からの答弁を聞くと、いわゆる特別会計のあり方の問題として、い
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わゆる独自で、いわゆる運営していく方がベターだと、それは気分的にはわかります。そりゃ特

別会計の性格という点からいえば、そりゃわかりますが、実態はどうかという点を、私ずっとた

びたび言うてきております。今、先ほど答弁ではすべてが国保世帯じゃないという言い方をされ

ました。しかし、旧町時代を含めて、実は特別会計では、特別会計だけでは運営できない。もう

一つは、任意の繰り入れだけでは運営できないという会計が持っちょる、いわゆる性格があるん

です。その性格の大きな部分が、実は、いわゆる国保に加入する世帯は低所得、そして仕事がな

くなった、またそういう中でも他の、いわゆる医療制度に入らない世帯をすべてひっくるめて国

と地方自治体とが、いわゆる運営していくという大きな側面があるんです。そりゃ当然、いわゆ

る本人加入の部分もありますから、当然でありますが、実体的には、今私自身が調査してみます

と、マル退や資格証明書がかなり多い状況、これができちょるんですよ。私は町長にとかくいう

わけなんですが、やっぱり特別会計の中でも、やはり住民密着部分、とりわけ国保会計、また後

に出る介護保険会計等については、国と町との負担の割合が、実はかなり変わってきちょる、こ

の間の制度の中で、かなり変わってきちょるというのも事実なんです。例えば、医療費に対する

国、地方の負担割合、これも大きく変わりました。そういう中で、地方自治体と、いわゆるその

加入者に覆いかぶさってきよる。その中で、実態として、後から出てくる部分も、介護保険関係

もですが、実際的には大変だという状況になっております。私は、一番密着部分、とりわけ払い

たくとも実際は払えないという世帯が続出する、そこには一定の、私は手を差し伸べる。制度的

にも手を差し伸べていかんにゃいけんというふうに考えております。それについてやっぱり、一

定程度一般会計からの任意分以外の部分の繰り入れ、これを絶対やっていかなければできないと

いうふうに考えております。 

 とりわけ、皆さん方が法定協の中で議論された、私委員ではありませんでしたが、大体法定協

の議論を聞いていても、大体今回、いわゆる案を出す段階で調整費としては２,０００万円ぐら

い大体必要だというのが、財政当局が示した、法定協に委員に示した資料だったんじゃなかろう

かというふうに考えています。独自に、いわゆる入れてもおかしくない金額として、調整費には

２,０００万円ぐらいは必要だろうというふうに私は見ておりました。 

 今回、会計の厳しさをいわれますが、実際的に今回の会計はどこで持たしとるかというたら、

予備費と基金繰入金、これでおおむね持たしとるという状況です。これが実際、基金が底をつき、

予備費が底をついたら、実は会計上は、今回は値上げをせんにゃいけんかったちゅう会計になら

ざるを得ないということであります。ですから、私は、当初予算の段階で、やっぱりきちっとし

た繰り入れをして、やっぱりその制度を維持存続という立場からすれば、やっぱりきちっと会計

上独立は、実際難しいんですから、繰り入れをすべきだという立場を一貫して貫いております。

主張を貫いております。そういう立場から、この会計については反対せざるを得ないというふう
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に考えております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２号平成１７年度周防大島町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案とおり可決されました。 

 議案第３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３号平成１７年度周防大島町介

護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案とおり可決されました。 

 議案第４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４号平成１７年度周防大島町簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案とおり可決されました。 

 議案第５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５号平成１７年度周防大島町下



- 48 - 

水道事業特別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案とおり可決されました。 

 議案第６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第６号平成１７年度周防大島町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案とおり可決されました。 

 議案第７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第７号平成１７年度周防大島町渡

船事業特別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案とおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第８号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１３、議案第８号平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補

正予算（第２号）についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。川田企業管理者。 

○公営企業管理者（川田 昌満君）  議案第８号平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補正

予算（第２号）について補足説明を申し上げます。 

 お手元の平成１７年度周防大島町補正予算書の３５ページの平成１７年度周防大島町公営企業

局企業会計補正予算（第２号）をお開きいただきたいと思います。 

 この予算は、９月末までの業務量及び事業収支の実績に基づきまして推計し補正したものであ

ります。 

 第１条は総則であります。 
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 第２条は業務の予定量を補正するもので、患者数では入院を東和病院に６３５人加えて４万

１,３１１人、橘病院に５８１人加えて１万２,７８３人、大島病院に２,３８６人減じて３万

４２６人、合計で１,１７０人減じまして８万４,５２０人とし、外来患者数では東和病院に

２,４９１人減じて５万４,７９１人、橘病院に１,７００人減じて３万７,９２８人、大島病院に

２,８９３人減じて３万３,５０４人、合計で７,０８４人減じまして１２万６,４０３人と見込む

ものであります。 

 次に、介護老人保健施設利用者数では、入所をやすらぎ苑に７１人加えて１万７,９１４人、

さざなみ苑に１６１人減じて１万７,６１８人、合計で９０人減じまして３万５,５３２人とし、

通所をやすらぎ苑に７６人減じて１,５５４人、さざなみ苑に２９０人加えて１,７８６人、合計

で２１４人加えまして３,３４０人と見込むものであります。 

 次に、学生数では１学年を２人減じて３８人とし、合計で１１６人と見込むものであります。 

 次の施設利用者数では、訪問看護ステーションたちばなに８８８人加えて３,００６人、居宅

介護支援事業所とうわに４人減じて１,５１４人、居宅介護支援事業所たちばなに１７８人加え

て１,３２３人、居宅介護支援事業所おおしまに４５人減じて９６５人、居宅介護支援事業所や

すらぎに２人減じて５５９人、合計で１,０１５人加えまして、１万５,５９０人とするものであ

ります。 

 次の病院一日平均患者数はさきの患者数を診療日数で除したものでありまして、入院を東和病

院に２人加えて１１４人、橘病院に２人加えて３６人、大島病院に６人減じて８４人、合計で

２人減じまして２３４人とし、外来を東和病院に１０人減じて２２６人、橘病院に７人減じて

１５６人、大島病院に１２人減じて１３８人、合計で２９人減じまして５２０人とするものであ

ります。 

 次の介護老人保健施設一日平均利用者数もさきの利用者数を診療日数で除したもので、入所を

やすらぎ苑に１人加えて５０人、合計を９９人とし、通所をさざなみ苑に１人加えて８人、合計

で１５人とするものであります。 

 次の主要な建設改良事業の病院改築事業では、３０床増床工事を１７年度工事から１７年・

１８年度の２カ年工事に変更したことにより、さざなみ苑を２億４,８２８万１,０００円減額し

２億５,６５７万円、合計で４億１,２３０万６,０００円とするものであります。 

 次の医療機械器具及び備品購入では、橘病院を人工呼吸装置分として１８９万円増額し

２,５００万７,０００円、大島看護専門学校を給食管理システム３２万６,０００円、気管管理

トレーナー２３万６,０００円、あわせて５６万２,０００円増額し１３９万８,０００円、合計

で２４５万２,０００円増額補正いたしまして、３億３１３万２,０００円とするものでございま

す。 
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 次の第３条は収益的収入及び支出について補正するものであります。 

 収入のうち事業収益では、東和病院を１８３万６,０００円増額し、１５億７,０６１万円、橘

病院を４,３６８万６,０００円増額し６億７,７７２万５,０００円、大島病院を２,３９２万

４,０００円増額し１１億６９１万４,０００円、やすらぎ苑を１６７万９,０００円減額し２億

２,６０９万１,０００円、さざなみ苑を２０２万５,０００円増額し２億２,２４８万

４,０００円、大島看護専門学校を５７４万１,０００円増額し２億４,１０７万４,０００円、訪

問看護ステーションたちばなを５８２万２,０００円増額し１,９８４万８,０００円、居宅介護

支援事業所とうわを３万８,０００円増額し９９８万８,０００円、居宅介護支援事業所たちばなを

９８万９,０００円増額し８９３万７,０００円、居宅介護支援事業所おおしまを４６万８,０００円

減額し６７３万９,０００円、居宅介護支援事業所やすらぎを１３万５,０００円減額し４２８万

５,０００円、総務部を８,６７６万９,０００円減額し１億２,０７９万２,０００円、合計で

４９９万円減額補正いたしまして４２億８,１６１万８,０００円とするものであります。 

 支出のうち事業費用では、東和病院を２０９万３,０００円増額し１５億８,４０４万

９,０００円、橘病院を６５６万６,０００円増額し６億３,１０２万４,０００円、大島病院を

１,２５９万６,０００円減額し９億９,９７８万１,０００円、やすらぎ苑を１,１７５万円減額

し２億３,１４５万円、さざなみ苑を６７万２,０００円増額し２億３,８２４万２,０００円、大

島看護専門学校を５０６万円増額し２億１,８２８万１,０００円、東和病院附属健康管理セン

ターを４６２万８,０００円減額し２,０３６万１,０００円、橘病院附属健康管理センターを

４３万５,０００円増額し１,６６１万６,０００円、大島病院附属健康管理室を５００万

９,０００円増額し２,１４０万７,０００円、訪問看護ステーションたちばなを４７１万

３,０００円増額し１,９６３万７,０００円、居宅介護支援事業所とうわを６万２,０００円増額

し６８６万９,０００円、居宅介護支援事業所たちばなを１０万７,０００円増額し８７０万

３,０００円、居宅介護支援事業所おおしまを６万３,０００円増額し６７７万６,０００円、居

宅介護支援事業所やすらぎを２万３,０００円増額し５５６万９,０００円、総務部を１,０１８万

３,０００円増額し１億５,４２８万９,０００円、合計で６０１万２,０００円増額補正いたしま

して４２億５４５万２,０００円とするものであります。 

 次に、第４条は資本的収入及び支出について補正するもので、資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額７億７５５万２,０００円を減債積立金４億５,０５１万４,０００円、当年度分

損益勘定留保資金２億５,７０３万８,０００円で補てんするものに改めるものであります。 

 収入のうち資本的収入では、橘病院を１９０万円増額し１億８,０７０万円、さざなみ苑を

５億４８０万円減額し０円、大島看護専門学校を１３０万円増額し１３０万円、合計で５億

１６０万円減額補正いたしまして１７１億１,９２９万円を予定するものであります。 
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 支出のうち資本的支出では、橘病院を１８９万円増額し２億６,９１１万１,０００円、さざな

み苑を２億４,８２８万１,０００円減額し２億７,９５８万円、大島看護専門学校を５６万

２,０００円増額し３,３２６万６,０００円、合計で２億４,５８２万９,０００円減額補正いた

しまして１７８億２,６８４万２,０００円とするものであります。 

 建設改良費につきましては第２条の主要な建設改良事業で御説明申し上げましたとおりであり

ます。 

 次に、第５条は企業債について補正するもので、橘病院を１９０万円増額し、さざなみ苑を

５億４８０万円減額し、大島看護専門学校を１３０万円増額し、合計で５億１６０万円減額補正

いたしまして、起債限度額を４億５,８４０万円とするものであります。 

 次に、第６条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費について補正するもので

あります。 

 給与費は、東和病院を８９万６,０００円減額し７億７,２４０万１,０００円、橘病院を５４１万

８,０００円減額し２億９,３００万６,０００円、大島病院を２,５２２万１,０００円減額し

５億５,６５０万２,０００円、やすらぎ苑を１,２４１万５,０００円減額し１億４,６５０万

４,０００円、さざなみ苑を２１７万４,０００円減額し１億３,９３８万５,０００円、大島看護

専門学校を１８万円増額し１億２,５５５万６,０００円、東和病院附属健康管理センターを

４６３万円減額し１,１０３万円、橘病院附属健康管理センターを２万８,０００円増額し７５２万

７,０００円、大島病院附属健康管理室を５００万８,０００円増額し１,３６３万７,０００円、

訪問看護ステーションたちばなを４８７万１,０００円増額し１,６３４万３,０００円、居宅介

護支援事業所とうわを１万２,０００円増額し５４２万９,０００円、居宅介護支援事業所たちば

なを１万９,０００円増額し７４９万８,０００円、居宅介護支援事業所おおしまを１万３,０００円

増額し５４４万６,０００円、居宅介護支援事業所やすらぎを１０万２,０００円減額し４３８万

１,０００円、総務部を１２３万２,０００円増額し８,３０１万２,０００円、合計で３,９４９万

３,０００円を減額補正いたしまして２１億９,０６７万円とするものであります。 

 次に、第７条はたな卸資産購入限度額について補正するものであります。 

 これは、薬品や診療材料や給食材料等の貯蔵品の購入の限度額を、東和病院を１,５８２万円

増額し３億５,５９７万６,０００円、橘病院を５４４万５,０００円増額し１億２,１１７万

２,０００円、大島病院を８２６万９,０００円増額し２億６,２５７万４,０００円、大島看護専

門学校を１９９万２,０００円増額し１,４５６万３,０００円、合計で３,１５２万６,０００円

増額補正いたしまして７億５,４８３万１,０００円とするものであります。 

 次に、第８条は継続費について補正するものであります。 

 これは、第２条の主要な建設改良事業で御説明申し上げましたが、さざなみ苑の３０床増床工
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事を２カ年工事に変更したことに伴いまして、総額を５億４８５万１,０００円とし、年割額を

平成１７年度２億５,６５７万円、平成１８年度２億４,８２８万１,０００円とするものであり

ます。 

 附属資料といたしましては、別つづりの平成１７年度周防大島町特別会計歳入歳出補正予算事

項別明細書の最後になりますが平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）

予算に関する説明書の４５ページから５１ページまでに予算実施計画を、５２ページから

５４ページまでに資金計画を、５５ページから６３ページまでに給与費明細書を、６４ページに

継続費に関する調書を、６５ページから７３ページまでに予定貸借対照表を添付してございます。 

 なお、当年度純利益は７３ページの平成１７年度周防大島町公営企業局事業予定貸借対照表の

とおり６１５万２,０００円を見込むものでございます。 

 以上で議案第８号の平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）の補足説

明を終わります。どうかよろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩をいたしましょう。１５分間、３時３５分、ね、３時３５分ま

で……（「２時じゃろ」と呼ぶ者あり）失礼しました、２時です。 

午後２時18分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時34分再開 

○議長（新山 玄雄君）  再開をいたします。 

 議案第８号、説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。広田

議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  先ほど、今年度事業の大きな特徴であるさざなみ苑、いわゆる

２カ年事業に変えるよということで報告がありました。 

 それで、ちょっとわかりにくい部分について聞きますが、資本的経費の部分のいわゆる起債部

分ですよね、５億円を全額、当初計画しとったが全額取り崩しますよと。それと、建設改良が

２億４,０００万円ぐらいやったですか、これを、いわゆる減額しますよということがあったん

ですがね、もうちょっと、何て質問すりゃええんか質問の仕方が難しいという状況ですが、実際

的に、だから、いわゆる資金、資金をもうちょっとこう詳しく。今年度事業費分でこんだけで、

起債部分がこんだけ翌年度へ回してというふうに説明してもらった方が非常にわかりやすいとい

うのが、１点です。 

 それと、もう一つは、先ほど、ちょっと見よったら、実際的に前年度と比べて職員数が一般職

で７人減額、それで、その部分の給料減額が２,５００万円という報告になっております。全体

としてですね。で、手当分で３,９００万円減ということですが、合併後、実質的にこれは東和
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病院以下ずうっとやめられておるんですが、どういう原因というふうにとらえておられるのか、

やめた原因、自己都合ということになると思うんですがね、実際的に働きよい職場をつくりなが

らやって運営されているというふうに思いますが、実際的にはどういう状況なのか。いわゆる、

私は一般職であれ、きつきつのいわゆる状況じゃったというふうに認識しておりますが、その点

についてもう少し補足説明が欲しいなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  河村企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  お答えいたします。 

 ５億４,０００につきましては、当初、起債ということで資本的収入の方へ計上しておりまし

たが、起債を借りるだけで起債に対する交付税その他が見込めないということになりましたので、

高い利率での起債借り入れを起こすよりは、自己財源を取り崩して、それでの工事を行う方が適

当であろうかということで、借り入れを中断いたすということになっております。 

 それから、工事の方につきましての年割りにした理由につきましては、県の方の護岸工事があ

る部分につきまして、７月、８月とずれ込みましたので、こちらの方のくい打ちができないとい

う、護岸を直してからでないとくい打ちができないということで、くい打ちその他の工期が大幅

にずれ込みました。 

 で、今年度で完成予定までと思っておりましたけれど、そのために３カ月余り、７月末まで延

びておりますので、２年計画での割り振りをほぼ３月末には５０％程度できるだろうということ

で、設計の方から聞いておりますので、そのような計上に変えさせていただいております。 

 もう一点の退職者でございますが、当組合の場合、看護学校の学生たちが毎年五、六名程度、

就職していただけます。一応奨学資金も与えていろいろこちらとしても定住していただくように

努力はしておりますけれど、この看護師さんたちの年が来ますと、それの退職、または、中途で

親から呼び戻されて奨学金を返納してでも帰られるという方もいらっしゃいまして、４月当初に

配備した看護婦の配置が３月に向けて減っていくというのが通年の大体予算計上及び動向という

ふうに御理解いただけたらと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回、補正ですので、そうすると、私たちが一般的に思うのは、

看護学校を卒業されて、ある程度若い人が、基本的にはこの大島で看護師として頑張ってもらえ

れば、いわゆる若い者の定住にもつながるという発想が、看護学校に対するある意味での期待だ

ったわけですね。それが、なかなかとどまってもらえないという現状も現実的にはあるというふ

うに理解していいのかどうなのかというのが、１つですね。 
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 それと、先ほど、さざなみ苑に関連してですが、先ほど、神田建設さんの方が落札されたとい

うことなんですが、これは、私たち議会でのチェックがほとんどできてないんですが、入札状況

等についてはどういう状況だったのか、今資料があれば、ちょっと報告していただきたいなとい

うふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  藤田公営企業局総務課長。 

○公営企業局総務課長（藤田 隆宏君）  それでは、さざなみ苑の入札状況について、御報告申し

上げます。 

 一応指名競争入札ということで、町内業者５社、県内業者５社の計１０社で行っております。

で、入札を３回まで行いまして入札決定を行っております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  河村企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  看護婦の卒業の件につきましてですが、看護学校の学生

たちがもう二十五、六名から３０名、就労していただけております。これにつきましては、ある

程度の定着も見ております。そのために、当三病院の組合におきましては、看護基準を４対１の

看護から３対１の看護、橘病院に至りましては２.５対１の看護まで、看護レベルというか、正

看護師のパーセンテージを上げるという医療法の改正にもついていくことができておりまして、

この地域でそれなりの医療提供ということで、看護学校をつくった当初の目的は、ある程度達し

ていると考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  これも御無礼な発言になるかもわかりませんが、長い間、いわ

ゆる、大島病院ほか、かつて国保診療施設組合時代に運営した段階で工事発注をした場合が、い

わゆる旧町ごとの、いわゆる推薦、そして、もう一つは、病院自身の持っとるいわゆる推薦とい

うことで、指名を選出して実際的にはやって、結果からすれば長い間、こういう言い方は御無礼

ですが、結果として、その町に何かをつくる場合、その町で結果的には落札するという長い間の、

私、歴史を見たつもりです。 

 それで、それは、余りある意味ではためにならない、いわゆる公共入札という立場からすれば

ね、余りためにならない結果につながっちょるんじゃないかなという側面があったんですが、合

併後は少なくとも、そういう格好はないというふうに聞いちょってええのかどうなのか、当然じ

ゃろうというふうに思いますが、確認しておきたいというふうに思います。いわゆる指名基準等

についてね、再確認しちょきたいと。 

○議長（新山 玄雄君）  河村企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  先ほど、藤田課長の方から報告しましたとおりの指名状
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況で、旧来のそういったのは……普通に入札行えていると、当方解釈しておりますので、そのよ

うな御理解でお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  町営の三病院について、収益的収入及び支出明細の欄から、

４５ページに収入、そして、４８ページに支出の方が出ておりますが、年度途中でもありますの

で、年間を通じてどうこうというのはまだ早いかとは思うんですが、この補正の様子を見る限り、

三病院とも収益から費用を単純に差し引きますと、マイナス状態というような数字が載っており

ますが、このことについてどのように運営を考えておられるのか、また、今後どのような方針で

臨まれるのか、事業として医療というような分野でありますので、大変難しい問題等もあろうか

とは思いますが、実際事業をやる上において、できる限りマイナス部分は減らしていくというの

が、普通の考え方ではないかと思うんですが、その点についていかがでしょうか。 

○議長（新山 玄雄君）  河村企業局総務部長。──じゃ、資料を配布させます。──答弁お願い

します。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  お答えいたします。 

 お手元に配布いたしました利益状況ということで、下から２段目一番右に６１５万２,０００円

というのが、今回補正した後の利益ということになってございます。 

 御指摘のありました収支についての赤字は、医業的には収支赤字でございますけど、交付税を

入れて、橘病院、大島病院につきまてはそれぞれ、交付税の補てんによります黒字ということに

なってございます。老人保健施設の方につきましては、現状、病床数５０床での運営が苦しいと

いうのが現状でございます。看護学校につきましては、看護学生の充実及び寮生の増加というこ

ともありまして、現時点におきましては黒字を計上することができております。 

 交付税の中でのこういった施設への割り振りをもって今後とも運営をしていき、この地域の医

療、介護をやっていけたらというのが、当局の方の考えでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか、木村議員。 

○議員（１９番  木村  潔君）  １９番、木村です。病院患者数の件ですけれども、入院患者の

場合には、東和病院、橘病院は若干名ふえて、大島病院だけがマイナス７.２％、で、外来に関

しても、東和、橘はそれぞれ約４.３％の減に対して、大島だけが７.９％と、利用者の数におい

て少しちょっと、大島病院だけが他の２つの病院と比べて減少が多いと思うんですけど、何か特

別な理由があるんでしょうか。 

○議長（新山 玄雄君）  河村企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  大島病院におきましては、医師、外科医師が定年となり

まして、やすらぎ苑の方の施設長へ変更となっております。それに補います大学当局との交渉に
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おきましても、医師の派遣は当分まだ難しいというふうな状況の回答をいただきましたので、こ

ちらの方としては非常勤の外科医を１名採用して、それで、今の患者数をと思っておりましたが、

外来患者数の減はこのところによるものと思っております。 

 残りの患者数、全般的にも外来一日当たりの診療単価というものがございますが、この単価は

上がってきております。といいますのは、長期投薬をして患者様が来られる回数を減らしていら

っしゃるという現状もございまして、各病院とも外来患者数の減というのは、長期化した薬をも

らうことによっての再診回数の減というのが主な理由となっております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  木村議員。 

○議員（１９番  木村  潔君）  入院患者の方は。 

○議長（新山 玄雄君）  河村企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  入院患者の方につきましては、東和病院の方は、入院期

間の長期化によりまして、診療単価自体は下がってございます。でありますから、患者数の方が

６３５とふえておりますが、一日当たりの収入が１万９,７４７円から１万９,０１８円へと減額

しておりますので、入院収益的には１,７５６万４,０００円減というふうになってございますし、

橘病院の方におきましては、患者数が５８１入院がふえて、機器の整備もございまして、それら

の機器の整備による診療単価の向上ということで、１万９,１８９円が２万１,０２２円という診

療単価になってございますので、こちらの施設におきましては、３,４５８万円の増収を見込ん

でおります。大島病院におきましては、先ほどの医師の減で患者数自体は２,３８６名と減って

ございますが、１人当たりの診療単価的には、１万６,３７５円から１万７,８１３円へと上がっ

ておりますので、入院収益を４０７万９,０００円増額で計上させていただいた状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第８号平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）について、原案の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで、先ほど、浜戸議員の質疑に対する答弁させますので、村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  先ほどの一般会計の補正予算の中で、浜戸議員さんより質疑の

中で、ごみ袋の単価、販売価格、手数料についての御質問、後刻、御報告申し上げますと申し上

げましたが、そのことについてお答えしたいと思います。 

 まず、単価についてでございますが、単価につきましては、ごみ袋の大が１０円９０銭、小が、

あっ、可燃ですね、可燃、６円７０銭、（「燃えるごみ」と呼ぶ者あり）燃えるごみの大につき

ましては１０円９０銭、小が６円７０銭、プラスチックの大が９円７０銭、小が５円５０銭、ネ

ットが６０円、麻袋が１４０円というふうな状況に単価はなっております。それに伴います販売

価格ですが、可燃の大が２０円、小が１５円、プラスチックの大が２０円、小が１５円、ネット

が１００円、麻袋が２００円というふうになっております。で、それぞれ販売の手数料につきま

しては、販売価格の２０％を手数料としてお支払いしておるという状況にございます。 

 済みません、で、もう一点、簡易水道特別会計で、広田議員さんの方より３７０万円の詳細に

ついてという御質疑ございましたが、このことに関しましては、もうしばらく調査させていただ

きまして、議会最終日までには御回答させていただきたいと思いますので、よろしく御理解お願

いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  議事進行します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第９号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１４、議案第９号周防大島町総合計画の基本構想を定めることに

ついてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第９号周防大島町総合計画の基本構想を定めることにつきまして、

補足説明を申し上げます。 

 議員さんのお手元に基本構想がお配りしてあると思いますので、御参考いただきたいと思いま

す。 

 本議案は、地方自治法第２条第４項の規定に基づきまして、このたび、合併後周防大島町とし

て最初の総合計画の基本構想を定め御提案をいたすものでございます。 

 第１章の基本概要でございますが、それでは、基本構想の１ページからお開きを願いたいと思

います。１ページから２ページの第１章は、計画の概要でございます。第１章は４つの項目立て

となっておりまして、計画策定の趣旨、計画の名称、計画の構成、計画の期間をそれぞれ記載を
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いたしております。 

 まず、計画策定の趣旨では、自立と責任のもと、町政運営の戦略的基本方針を示すとともに、

住民参加に意を用いて、住民・行政協働による新たなまちづくりを進めるための基本指針となる

ということを記載をいたしております。 

 また、この計画が、本町のまちづくりの最上位の計画として、今後各分野における個別計画等

を策定する際の基本となるものであることが明記されております。 

 続いて、計画の名称につきましては、周防大島町最初の総合計画にふさわしく、そして、住民

の皆さんに親しんでいただけるような呼称をということで、「ひと・まち☆きらり 周防大島町

総合計画」といたしました。 

 次に、計画の構成でございますが、ここでは、この総合計画が「基本構想」、「基本計画」、

「実施計画」及び「中長期財政計画」の４つにより構成をされております。 

 次に、２ページの計画の期間でございますが、構想の目標年度を平成２７年度といたしており

まして、平成１８年度からの１０年間を計画期間としております。 

 第２章の計画策定の背景でございますが、３ページから１９ページまでの第２章は、計画策定

の背景でございますが、ここでは、総合計画を策定する上での背景といたしまして、周防大島町

の現状、時代の潮流、住民意識の動向、そして、これらを踏まえて、周防大島町の主要課題を整

理をいたしております。 

 まず、周防大島町の状況につきましては、３ページから７ページにおきまして、位置、地勢、

沿革、人口・世帯数、産業、財政の視点から整理をしております。 

 次に、８ページから１０ページの時代の潮流でございますが、超少子高齢社会の到来、循環型

社会への転換、国際理解・国際交流の進展、高度情報通信ネットワーク社会の進展、生活様式の

多様化、地方分権の推進の６つの視点から整理しております。 

 次に、１１ページから１６ページの住民意識の動向でございますが、平成１５年５月１５日か

ら６月１０日にかけまして行いました住民アンケート調査の結果を踏まえまして、住民の皆様の

まちづくりに対する意識、要望等を分析した項目でございます。 

 続いて、１７ページから１９ページの周防大島町の主要課題につきましては、時代の潮流や住

民意識の動向などを踏まえまして、周防大島町における今後のまちづくりの課題を、（１）地方

分権にふさわしい自主・自立の行財政運営、（２）地域で自分らしい生活を安心して送れる社会

の実現、（３）安全で災害に強いまちづくりの推進、（４）快適な暮らしを支える生活基盤の整

備、（５）循環型社会の構築と地球環境の保全、（６）大競争時代を生き抜く活力ある産業の振

興の６つの項目に整理をいたしております。 

 次に、２０ページから２７ページまでの第３章は、基本構想でございます。ここでは、第２章
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で整理をいたしました現状課題等を踏まえまして、計画の名称、本町の目指す将来像、基本目標、

新しいまちづくりの主要指標及び土地利用方針を記載をいたしております。 

 まず、２０ページの計画の名称につきましては、「ひと・まち☆きらり 周防大島町総合計

画」といたしました。この理念は年齢や性別にかかわらず、住民一人ひとりが健康で周防大島町

に暮らす幸せを実感し、あすへの希望と向上心を持ちながら生き生きと輝き、住民が主役となる

協働のまちづくりを推進することを「ひと☆きらり」、そして、豊かな自然環境と調和した、潤

いのある住空間が整備され、そこを舞台に活力と創意に満ちた産業が展開され、国内外に情報を

発信しながら、「周防大島町」が光輝き、満足度の高い住民生活が営まれるまちづくりを推進し

ます。 

 さらに、美しい自然環境と豊かな交流資源を生かしながら、国内外のさまざまな人たちが集い

ふれあい、人に対するやさしさや地球環境に対するやさしさを体感し、心の豊かさの中からあふ

れる笑顔が行き交う共創のまちづくりを目指すことを「まち☆きらり」と表現をいたしておりま

す。 

 ２１ページの目指す将来像につきましては、新町建設計画との整合性を図るため、「元気 に

こにこ 安心で ２１世紀にはばたく先進の島」といたしております。 

 次に、２２ページから２３ページの基本目標でございますが、さきに御説明いたしました将来

像の実現に向けまして、３つの基本目標を掲げております。 

 まず、第１点目は「元気のあるまちづくり」として、周防大島町の最重要課題である産業振興

を掲げております。次に、第２点目は「にこにこのあるまちづくり」として、教育、交流、生活

環境を掲げております。第３点目は「安心のまちづくり」として、保健・医療・福祉、防災を掲

げております。 

 次に、２４ページ、２５ページで、新しいまちづくりの主要指標として、目標年度である平成

２７年度の人口といたしましては、新町建設計画との整合性を図り、１万７,５００人としてお

ります。また、交流人口については、１００万人以上としているところでございます。 

 次に、２６ページ、２７ページの土地利用方針でございますが、本町の一体的な発展を目指し

た土地利用方針を掲げております。 

 続きまして、２８ページから、第４章の施策の大綱でございますが、ここでは、第３章で掲げ

た将来像の実現を図るための具体的なまちづくりの目標と、そのための施策の大綱の分野ごとに、

３つの項目に整理をいたしております。 

 まず、第１点目の目標の「元気のあるまちづくり」でございますが、施策の大綱といたしまし

て、２９ページから３０ページで、農林業の振興、水産業の振興、商工業の振興、観光の振興、

働く場の確保と人材育成の５項目を掲げております。 
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 続いて、目標の第２点目の「にこにこのあるまちづくり」でございますが、施策の大綱といた

しまして、３１ページから３４ページで、生涯学習のまちづくり、義務教育の充実、高等学校教

育の充実、高等教育の充実、社会教育の推進、地域文化の創造、スポーツの振興、青少年の健全

育成、国際交流の推進、地域間交流の推進、循環型社会の創造、自然環境の保全、道路・交通体

制の整備、住宅環境の整備、上下水道の整備、生活衛生環境の整備、情報化の推進、人権が尊重

された社会の実現、男女共同参画の推進の１９項目を掲げております。 

 次に、目標の第３点目でございますが、「安心のあるまちづくり」でございます。施策の大綱

といたしまして、３５ページから３７ページで地域保健の推進、地域医療の充実、地域福祉の推

進、高齢者福祉の充実、障害者福祉の充実、児童・母子（父子）福祉の充実、社会保障の充実、

防災対策の充実、交通安全・防犯対策の推進、消防防災の強化、公共交通対策の推進の１１項目

を掲げております。 

 次に、３８ページから４０ページでございますが、基本構想の最後の章となりますが、第５章

まちづくりの重点施策でございます。 

 ここでは、この計画に掲げる施策、事業を効果的に確実に実施していくために、業財政改革に

取り組むことを記載をいたしております。行政評価システムの導入、財政健全化計画の策定、定

員適正化の推進、職員の意識改革と人事評価制度の確立、住民の目線に立った協働体制の確立、

公共施設適正配置指針の策定、行政機能の充実の７項目を掲げております。 

 重点項目のまず第１点が、行政評価システムの導入であります。本総合計画における最も大き

な特徴として、周防大島町が長期的、戦略的に目指すべき政策目標を「政策評価指標」として、

別冊の前期基本計画の中に数値を用いて示しております。 

 この政策評価指標は、これからの周防大島町がどのような施策を重視していくのか、その目標

をどの程度に置くのか、そしてその成果は、どうなっているのかを客観的に明らかにするための

ものであります。 

 また、「行政評価指標値」の推移や達成状況を毎年住民に公表することによりまして、行政の政策

運営に関する説明責任を果たすとともに、ＰＬＡＮ──計画、ＤＯ──実行、ＣＨＥＣＫ──確認、

ＡＣＴＩＯＮ──対策のＰＤＣＡマネジメントサイクルの導入によりまして、政策の選択や重点

化につなげていくものでございます。 

 要は、職員一人一人が自分の仕事に目標を掲げ、住民の視点に立って評価を行い、行政が税金

を投入して行うべき事務事業であるかを検証し、必要な事業は実施、あるいは、継続し、削減で

きるものは削減し、廃止すべきものは廃止し、最終的には予算と連動させることによって、真に

持続可能周防大島町の行財政システムの確立を目指すものでございます。 

 第２点目は、財政健全化計画の策定でございます。 
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 従来、総合計画は、どちらかというと、総花的で夢を描くものが多かったわけでございますが、

今回の総合計画の策定につきましては、可能な限り財政の裏づけのある計画であり、真に実施可

能な計画にしたいということで、事業の選択、重点化を行っております。 

 また、三位一体の改革や町税の減少など厳しい財政状況の中で、時代の潮流とそれに伴う新た

な課題に迅速かつ柔軟に対応できるしっかりとした財政基盤を確立するため、中長期的に目指す

べき財政指標の目標値を設定し、適正な自主財源の確保、事務事業の見直しによる経常経費の削

減、公共事業の重点化、プライマリーバランスの黒字を維持するための町債発行の抑制など、歳

入に見合った歳出を基軸とする財政健全化計画を策定するものでございます。 

 次に、３点目の定員適正化の推進であります。 

 社会経済情勢の変化や住民ニーズの多様化に伴い、今後見込まれる新たな行政需要に対しては、

原則として職員の配置転換による対応とするなど、スクラップ・アンド・ビルドの徹底を基本と

して、定員モデルや類似団体別職員数の状況を踏まえた定員適正化計画を策定し、組織・機構の

見直しを勘案しながら、職員数の計画的な削減を行い、簡素で効率的な行政の実現を図るもので

ございます。 

 ４点目は、職員の意識改革と人事評価制度の確立であります。 

 行政能力の向上や高度な専門知識の習得を目的とする人材育成方針を策定し、職員の資質の向

上を図るとともに、職員一人一人が明確な目標を持って職務に取り組むことができるよう目標管

理型の人事評価制度を確立し、職員の適切な能力把握とこれを踏まえた人事管理を行い、職員の

意識改革と意欲あふれる職場の醸成に取り組むものであります。 

 第５点目は、住民の目線に立った協働体制の確立であります。 

 住民の多様な意見を町政に反映させるとともに、政策形成過程への住民の参画と透明性の向上

を図るため、パブリックコメント制度を推進するなど、地方分権時代にふさわしい、住民の目線

に立った住民と行政の協働を推進するための仕組みや体制づくりを進めるものでございます。 

 第６点目は、公共施設適正配置指針の策定であります。 

 公共施設の統合整備については、町域全体のバランスを考慮し、また、少子高齢化の進展や公

共施設を利用する住民の利便性にも配慮しながら検討する必要があります。 

 このため、総合計画や各種計画との整合性を図るとともに、有識者や町民の意見も反映しなが

ら、公共施設の有効活用、統合、廃止、転用、新設等に関する公共施設適正配置指針を策定する

ものであります。 

 また、その管理についても、指定管理者制度を積極的に推進することといたしております。 

 ７点目は、行政機能の充実であります。 

 ４町が合併して生まれた本町では、現在、分庁と４総合支所による周防大島方式で事務を執行
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し、住民サービスを提供いたしております。 

 これは、合併による住民サービスの混乱を避け、事務事業を停滞させないよう、暫定的な組織

としたものであります。 

 しかしながら、合併のメリットである効率的でスリムな組織とするため、住民サービスの維持

向上が図られる組織・機構を目指して、分庁と総合支所機能の見直しを行い、総合支所機能を維

持しながら本庁方式への移行を目指すものでございます。 

 以上が、基本構想についての説明でございます。 

 また、別冊で参考資料といたしまして、「前期基本計画」を添付いたしておりますが、この前

期基本計画につきましては、基本構想の１ページ及び２ページに記載しておりますとおり、基本

構想に掲げる将来像の実現に向け、根幹的事業を明示するものとして、基本構想の計画期間

１０年のうち、前期５年における施策の方向や具体的な施策を総合的、体系的に示すものでござ

います。あわせて御参照いただきたいと思います。 

 なお、総合計画の策定は、コンサルに委託することなく、助役を長とした収入役、教育長、公

営企業管理者、議会事務局長、各部長、総合支所長、教育次長で構成する庁内組織であります総

合計画策定委員会及び各部局の課長、班長で組織する策定プロジェクトチームにより、自前で素

案を策定したものでございます。 

 策定に当たりましては、合併時の住民アンケート調査を参考にするとともに、素案がまとまっ

た８月において、各議員さんにお示しをいたしました基本構想案と基本計画案により、８月

１５日から９月１５日までの１カ月にかけて行いました住民からの提言募集、さらには、各種団

体長等のインタビューや県との協議を踏まえて作成をいたしたものでございます。 

 そして、公募委員や有識者等で構成をいたしました総合計画策定審議会に諮問し、御審議をい

ただき、御意見等を踏まえまして調整を行い、審議会から、おおむね適切であると認めるとの答

申をいただいたものでございます。御議決をいただきました後には、住民の皆様にさらに御理解

を深めていただけるよう、町広報はもとよりインターネットホームページなどを活用し、広くそ

の概要をお知らせをしてまいりたいと考えております。 

 以上で、議案第９号の周防大島町総合計画の基本構想を定めることについての説明を終わりま

す。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  これは、質疑は次回にしますから、きょうじゃないですよ。（発言する

者あり）暫時休憩します。 

午後３時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時19分再開 
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○議長（新山 玄雄君）  再開をいたします。 

 ただいま説明が終わりましたので、本案件についての質疑等は次の本会議、最終日において審

議をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 議事進行します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１０号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１５、議案第１０号周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の

変更についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１０号周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更につきま

して、補足説明を申し上げます。 

 本案は、周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更に当たりまして、過疎地域自立促進

特別措置法第６条第６項に基づく本議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、地域水産物供給基盤整備事業の一部を地域再生計画に基づく港整備交付

金へ事業変更したことに伴う事業名称変更２件及び追加事業１件並びに単県農山漁村整備事業に

おける事業１件を追加するものでございます。 

 なお、御承知のとおり、港整備交付金に係る事業につきましては、既に補正予算の御議決をい

ただいた事案であり、今後においても予算議決を伴う事業名称の変更につきましては、その都度、

議案として提出させていただくことといたしますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 以上で補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  議案第１０号について質疑を行います。 

 港整備交付金、日良居漁港整備事業浮島桟橋ということで、今助役の方から、既に予算につい

ては議決ということが、あえてまた報告がありました。いいますのが、私は、大島町過疎自立促

進計画変更事項及び追加についても、いわゆる先に予算を議決するというのは、今まで異常だと

いう立場をとっておりました。 

 いいますのが、さきの議論を聞いておってもわかるように、既にもうあるかのような言い方で

す。前回の答弁がですね。実際的に、私はいかがなものかという立場なんです。きちっとやっぱ

りね、予算の前にきちっとこうしてやるべきだと、追加ちゅうが、基本的には追加ちゅうても、

改めて追加で初めて出すという意味じゃろ、ちょっとその辺含めてね、執行部の見解を聞いとき
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たいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  ただいまの広田議員さんの御指摘でございますが、先般のその補正予算

のときも、この御質疑がございました。それで、非常に調整が行き届いてなかったということで

はお断りをしなければならないと思いますが、旧町ごとのその過疎計画の変更の取り扱いという

ことにつきまして、旧町ごとのスタイルが若干違っておりました。 

 例えば、その過疎債を伴わない……要するに、過疎債を伴わない計画については、その都度や

っておるとことやってないとこ、例えば、年度末にまとめてその過疎計画を変更するというよう

な町もございましたし、当然、その過疎債を伴う補正予算が出るとこについては、当然それは過

疎計画の変更をやっておったと思いますが、そういうことで、旧町での取り扱いに若干差異があ

ったということでございまして、今回から、先ほど申し上げましたように、こういう名称変更だ

けとか、過疎債の起債を使う中の過疎債ではなくても、事前に補正予算と同時に過疎計画の変更

も同時に行うということを先ほど申し上げましたので、今までの件につきましては、若干ちょっ

とそういうことで、旧町ごとの取り扱いが違っておったということから、先般のというようなこ

とになったと思いますが、これからは統一してまいりたいと思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今後について、ちょっと聞き取りにくかったんですが、例えば、

きょう出されちょるような和田漁港、単県等についても、きょう出されておりますが、実際的に

は、さきの日良居漁港整備事業については、これは、過疎計画、いわゆる過疎債適用じゃないか

ら、いや、あのときには出さなかったと、年度末に出そう思うちょったということなんよね。 

 ほじゃが、質疑の中で明らかにしたのは、ほじゃ、実際的にね、やっぱりきちっと私は出すべ

きじゃという立場から、どこにやるのかという質疑をやりました。ほじゃ、どこにあったのかと、

それで、そこに載っておるという見解を述べられました。実際的にそこに網羅されちょると、じ

ゃ、こっち側、いや、載ってないよと、具体的には、項目等については載ってないよということ

で意見の違いがありました。 

 やっぱり、私は対議会の関係であればね、少なくとも、過疎債を使おうが使うまいが、事業途

中でのいわゆる変更の場合、変更の場合、少なくとも、この予算と同時、もしくは先に、やっぱ

りきちっと計上すべきだと、それでないと、今から先、例えば、いつ間に変わったんやちゅうん

がいろいろ出てくると。今、私たちが全体として見とるのは、過疎計画の変更がどう起こるのか、

そして、その変更の内容が予算上どう変わってくるのかという指標で見るわけですよね。そこは

やっぱり議員の立場ちゅうものをきちっと理解していただきたいというのが、私の前回、今回の
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基本的考え方なんですよ。 

 やっぱり各町がまちまちだったからという言い方では、私は済まんちゅうあれがあるんですよ。

やっぱりきちっとね、その都度、対議会に対しては変更を示すというのが大原則ということで理

解してよいのかどうなのか、前回はやっぱり質疑の食い違いがあったし、あえてその程度にとど

めておきますが、実際的には見方の違いがあったりしたということは、やっぱりきちっとね、執

行部側も踏まえていただきたいというふうに思うんですよ。一応答弁求めておきます。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議員さんの御指摘のとおり、これからは、過疎債の変更と予算の補正は

同時に行いたいと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ２番目の東和北地区地域水産物供給基盤整備事業について御質問

しますが、先日、テレビのニュースで、県が事業の見直しをやるという、委員会をつくって、そ

の中で答申があって、周防大島町も事業の見直しが入ってましたが、これはここのことなんです

よね。（発言する者あり）違う、違う、あっ、それならいいです。わかりました。はい。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１０号周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更について、原案のとおり決する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１１号 

日程第１７．議案第１２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１６、議案第１１号あらたに生じた土地の確認についてから日程

第１７、議案第１２号字の区域の変更までの２議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１１号、議案第１２号の補足説明を申し上げます。 
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 あらたに生じた土地の確認についてのまず説明でございますが、本案は、山口県が道路改良事

業によりまして、周防大島町大字西安下庄地先に埋め立てられました土地で、平成１７年７月

２０日付、指令第平成１７年港湾第２７２号によりまして、公有水面埋立法の規定に基づきまし

て竣功認可されたものでございます。このたび、地方自治法第９条の５第１項の規定に基づきま

して、町議会の議決を求めるものでございます。 

 また、次に、議案第１２号の字の区域の変更でございますが、議案第１１号で説明しました土

地の字の区域の編入につきまして、同じく、地方自治法の規定に基づきまして、議会の議決を求

めようとするものでございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお

願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第１１号、質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第１１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１１号あらたに生じた土地の確認について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１２号字の区域の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第１３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１８、議案第１３号周防大島町旧焼却施設解体工事の請負契約の

締結についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１３号周防大島町旧焼却施設解体工事請負契約の締結につきまし

て、補足説明を申し上げます。 

 本工事は、平成１７、１８年度によりまして、椋野地区あります旧焼却施設の解体撤去をしよ

うとするものでございます。 

 旧施設は、竣工後既に３２年を経過しておりまして老朽化が激しく、特に、煙突については、

台風、地震により倒壊する危険性があります。焼却施設の解体は、一般の工場やビルの解体と異

なりまして、厚生労働省のダイオキシン類暴露防止対策要綱をもとに作成しました計画書により、

焼却炉、煙突、機器類等に堆積、付着している焼却灰などの汚染物除去と処理を行った後に解体

撤去の作業を行います。 

 また、旧施設の立地場所は、敷地面積が狭く急勾配なため、高度な作業技術に加え、周辺環境

に影響を与えないよう適切な配慮も必要でございます。 

 以上のことから、本工事の特殊性と難易度を考慮いたしまして、入札方式を指名競争とし、去

る１１月２５日、実績と信頼性等の要件を満たした業者によりまして入札を行いました結果、栗

田工業株式会社広島支店が、５,１６０万円で落札をいたしました。よって、同社と落札額に消

費税を加えました５,４１８万円で、旧焼却施設解体工事請負契約の締結をしようとするもので

ございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  これ、どうも辞退がされたとこが多いわけですが、結局、じゃ、

２社で入札をやったということですか。 

○議長（新山 玄雄君）  平田契約監理課長。 

○契約監理課長（平田 好男君）  担当課が環境施設課でございますが、これは、環境衛生施設組

合、合併前の環境衛生施設組合当時に、１０業者から見積書の提出をいただいて、その中から適

正な価格を参考にして設計書を作成しております。その設計額を参考に予定価格を公表いたしま

して、その結果をもとに、各業者９業者を指名しておりますが、その方が見積もりを行い、その

結果、その入札に応じるかどうか、各社で判断したものと思われます。その結果が２社と、入札



- 68 - 

に参加する人が２社ということになりました。入札心得というものが要綱にございまして、２社

であれば入札を執行するということになっておりますので、その２社で入札を執行したというこ

とであります。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。中本議員。 

○議員（２０番 中本 博明君）  ちょっと、同じような質問なんですがね、この辞退というのは、

当日辞退ですか、前もってですか。 

○議長（新山 玄雄君）  平田契約監理課長。 

○契約監理課長（平田 好男君）  お答えいたします。 

 指名をしてから入札の当日まで、一応受け付けております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑、広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  特殊事業と言うたらそれまでなんです。いわゆるダイオキシン

類等をね、いわゆる法律に基づいて処理しなければならないということでわかるんだが、実際的

にこれだけの金額の中で、実際これだけの大手、準大手がね、いわゆる撤退するということがね、

基本的にはあんまり聞いたことがないと。 

 いうのが、私もいろいろあれですが、見たことがない、準大手がかなりおりますし、大手もお

ります。その中で、理由等はないというふうには思うちょるが、通常、辞退理由等はね、指名審

査会の方へ出されるちゅうことはないんじゃろ。辞退理由とかいうのはないんじゃろ。辞退理由

というのはないんでしょ。 

 ちょっと、実際奇異に感じるし、いわゆる結果ということで、もう１個、ちょっと聞いちょき

たいのは、例えば、それを解体し処理する能力が、いわゆる、ここになかったのかどうなのか、

その辺はどうなんですか。あるんでしょ。実際的に能力はあるけえこそ指名したんでしょ。それ

が、実際的に、これだけの、私らも、ちょっとようわからんです。実際的に。２社あったら入札

するんだちゅうて言われますが、実際的には、もう一回ちゅうのはおかしいかもわからですが、

やっぱりやり切るという手が打てんかったんかなというふうに思うんですが、通常、この処理費、

処理費等についてはどういう計算で、全体計算があるでしょ、例えば、老朽化した煙突部分、そ

れで、いわゆる箱部分それをもう一切合財こう、いわゆる解体費用として計算して、それで予定

価格をつくったわけよね。ちょっと、もうちょっと詳しく。 

○議長（新山 玄雄君）  平田契約監理課長。 

○契約監理課長（平田 好男君）  お答えいたします。 

 その理由書は別に、特に、入札の辞退の理由は必要ありません。ただ、その業者さんが、理由

に上げてくるのは、この金額では私のところではやれないということで、丁重にお断りをいただ

きました。（「ちょっと、ちょっと待って」と呼ぶ者あり） 
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 それで、どのような設計書を私どもが受け取ったかと言いますと、その９社の業者さんがおら

れます。１０社の業者さんがおられたわけですが、それの一番最低の見積もりの価格をもって、

１０社の業者さんがおられまして、それの最低の見積書をその予定価格に設定をしております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実際的に、予定価格をとられたということでありますが、その

予定価格自体が非常に高い水準だから、早う言うたら、入札そのものに参加しないということで、

丁重に伝えられたということでありますが、契約監理課の方にはね、じゃ、実際的にはその予定

価格よりも、これちょっと６５.７ぐらいで実際的には落札しちょるよね。ということは、早う

言うたら、それだけの業者がおって、今いみじくも、へりの方から声があったが、ある業者が低

う出るぞと、ばかばかしゅうて、早う言うたら参加してもしようがないじゃないかというような

声がね、出たら、それ、おかしいわけよ。 

 で、私さっき、問い方が、答弁の仕方が、何を基準にちゅうところが、声が出たというところ

は、非常に聞こえにくかったんでね、ほんとに、実際的に予定価格を精査する中で、予定価格が

ね、いわゆる、いろんな１０社ぐらいから見積もりとったと、そういう中で、１０社の見積もり

をとって、それから２割かなんか知らんが予定価格をつくったと、それで、そういう予定価格じ

ゃったら、早う言うたら、業者さんが、指名に入ろうか思うた業者さんも、それほど高い予定価

格じゃ、いわゆる、合いませんよということが一つあって辞退が起こったというのが、客観的な

一つですいね。 

 それと、そこんところ……下、下、下、ほじゃけえ、下いうことで、ほじゃけえ、実際的には、

結果から見たら、もう一方の結果は、逆に、その予定価格よりも大幅な６５％という水準で実際

は落としたという、低い、低い、あれで落としたということ、２つの要素が組み合わさってこの

結果に出ちょるから、これを見るのに非常にわかりにくいということになるわけなんです。じゃ

けえ、もっとちょっと説明をね、ちょっとしていただきたいなということなんです。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩します。 

午後３時41分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時46分再開 

○議長（新山 玄雄君）  再開をいたします。 

 議案第１３号、質疑ございませんか。木村議員。 

○議員（１９番  木村  潔君）  質疑というよりは心配ごとでお尋ねするんですが、逆に、価格

が安過ぎるということで、契約はまだこれからだと思うんで御留意いただきたいのは、実際にこ

の落札した栗田工業が工事の過程で、思ったより高くつきそうだから随契がなんかでまた高くな
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ると、そういう心配はないんでしょうか。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  本契約議案の落札された栗田工業さんですが、ちなみに、この

業者さんにつきましては、昭和２４年創業で、資本金は約１３０億円です。で、国内のみならず、

海外にも事業所を展開しておる水処理のプラントメーカーということですが、で、過去１５、

１６年度、この２カ年に同種の解体工事を国内で６カ所施工されております。で、大きいものは、

横浜市の５００トン級を３基を解体したりとか、愛媛県の方の実績もあります。この２年間で、

要するに、その６、こういった施設の解体作業、施工実績がある業者でございます。心配につい

ては、一切執行部としては抱いておりません。 

○議長（新山 玄雄君）  小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  辞退された業者が７業者、７業者ですね、この時点で指名競争

の業者を再度募集するというような考え方があったのか、なかったのか、この点を聞きたいと思

います。 

 それと、この予定価格と実際の入札価格との差がこんだけずれておるということは、今後、こ

のような解体工事があれば、当然この大林組を初めとした辞退の会社は、今後も辞退するという

ことが想定されますよね。そういった中で、栗田工業、田熊プラント以外の入札に指名される業

者を今後検討されるのかどうか、この点をお聞きしておきます。 

○議長（新山 玄雄君）  平田契約監理課長。 

○契約監理課長（平田 好男君）  お答えいたします。 

 ２社になったからといって、追加をするという考えはございませんでした。２社で入札を執行

するという考え方でまいりました。 

 それと、今後の話ですが、別に、その７業者を指名をしないということではありません。ただ、

工種等によりまして、そのまた解体工事、得手、不得手があると思いますんで、それを、そこら

を研究しながら、また指名業者、あるいは、見積もり業者を選定していきたいと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１３号周防大島町旧焼却施設解体工事の請負契約の締結について、原案のとおり決する
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ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第１４号 

日程第２０．議案第１５号 

日程第２１．議案第１６号 

日程第２２．議案第１７号 

日程第２３．議案第１８号 

日程第２４．議案第１９号 

日程第２５．議案第２０号 

日程第２６．議案第２１号 

日程第２７．議案第２２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１９、議案第１４号柳井地域広域水道企業団を組織する地方公共

団体の数の増減及び規約の変更についてから、日程第２７、議案第２２号山口県市町村消防団員

補償等組合の財産処分についてまでの９議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  それでは、議案第１４号から議案第２２号までの補足説明を一括して行

いたいと思います。 

 議案第１４号は、柳井地域広域水道企業団に加入しております由宇町を平成１８年３月１９日

に脱退させまして、平成１８年３月２０日から、岩国市、由宇町、玖珂町、周東町、美川町、本

郷村、美和町及び錦町を廃して、その区域をもって新たに岩国市を設置するということに伴いま

して、同企業団規約の一部を変更することにつきまして、議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

 議案第１５号でございますが、山口県自治会館管理組合及び議案第１６号の山口県市町村災害

基金組合は、市町村の合併の特例に関する法律第９条の３の規定によりまして、平成１７年

１０月１日以降、従前の例によりまして事務を行っておりましたが、当該機関の組合を組織する

地方公共団体の合併による数の減少について、地方自治法第２８６条の規定に基づきまして、議

会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第１７号及び議案第１８号は、平成１８年２月２８日、山口県東部地方税整理組合の解散

をすることに伴いまして、山口県東部地方税整理組合が１つと、もう一つは、平成１８年３月

２０日、岩国市、由宇町、玖珂町、周東町、美川町、本郷村、美和町及び錦町の合併に伴いまし
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て、由宇町、玖珂町、周東町、美川町、本郷村、美和町、錦町及び玖北環境衛生施設組合が、山

口県市町村公平委員会及び山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合からそれぞれ脱退するため、

同組合等規約の一部を変更することについて、議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第１９号は、平成１８年２月２８日、山口県東部地方税整理組合の開催に伴いまして、山

口県東部地方税整理組合が、平成１８年３月２０日に、岩国市、由宇町、玖珂町、周東町、美川

町、本郷村、美和町及び錦町の合併に伴い、由宇町、玖珂町、周東町、美川町、本郷村、美和町、

錦町及び玖北環境衛生施設組合が、同月３１日、田布施・平生水道企業団からの申し出により、

田布施・平生水道企業団が、山口県市町村職員退職手当組合から脱退するため、同組合規約の一

部を変更するものであります。 

 議案第２０号は、由宇町、玖珂町、周東町、美川町、本郷村、美和町、錦町、山口県東部地方

税整理組合、田布施・平生水道企業団及び玖北環境衛生施設組合が、山口県市町村退職手当組合

から脱退することに伴う財産処分を地方自治法第２８９条の規定によりまして、関係地方公共団

体と協議の上定めることについて、議会の議決をお願いするものでございます。 

 財産処分の内容につきましては、当該町村及び組合が納付した負担金の額に、準備積立金から

の繰入金の額を加算した額と、当該町村及び組合の職員に支給した退職手当の額との差額と、当

該町村及び組合が山口県市町村職員退職手当組合を脱退したときの準備積立金現在額を財産処分

するものでございます。 

 議案第２１号は、平成１８年３月２０日、岩国市、由宇町、玖珂町、周東町、美川町、本郷村、

美和町及び錦町の合併に伴い、由宇町、玖珂町、周東町、美川町、本郷村、美和町及び錦町が、

山口県市町村消防団員補償等組合から脱退するため議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第２２号は、由宇町、玖珂町、周東町、美川町、本郷村、美和町及び錦町が、山口県市町

村消防団補償等組合から脱退することに伴う財産処分を地方自治法第２８９条の規定により、関

係地方公共団体と協議の上定めることについて、議会の議決をお願いするものであります。 

 財産処分の内容につきましては、当該町が納付した山口県市町村消防団補償等組合を脱退する

までに納付した賞じゅつ金負担金額を処分するものでございます。 

 以上、補足説明を終わりますが、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第１４号、質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  １５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 １６号、質疑ありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  これは、だんだん合併によって市町村の数が減ってくるから、こ

ういうことになってくるわけですが、いずれ、やっぱりもう運営が無理になってくるんじゃない

かというふうに思うわけですが、で、ここで、ちょっとお聞きしたかったのは、これは、長門市

を含め市があり町が書いてありますが、ここに書いてない市については入ってないわけですよね。

（発言する者あり）いや、１７号です。例えば、周南市とか下関市というのは入ってないわけで

しょ。 

○議長（新山 玄雄君）  １６号まででしたが…… 

○議員（６番 浜戸 信充君）  いや、１７じゃなかった。 

○議長（新山 玄雄君）  それじゃ、１６号済ませて、１７号質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ここに書いてあるように、長門市から柳井市、美祢市と書いてあ

りますが、ここに書いてない市、例えば、周南市、それから、防府市、下関市とかいうとこは、

その公平委員会入ってないわけでしょ。だから、もう今後、そういうもう県内の市を含めたそう

いう委員会をつくっていかんと、運営が難しいんじゃないかと思う。その辺の考え方としてはど

うなんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  御指摘の今例えば、周南市という例がございました、あるいは、下

関市とか大きな市がございます。これなんかにつきましては、独自にこの公平委員会を設置して

おります。 

 したがって、独自に運営しているということで、町村等が少なくなってどうのこうのというの

は、逆に向こうが、合併してもとかいうような協議にならないと、一緒にどうこうというわけに

はいきませんし、この公平委員会そのものも県の組織でございますので、県の方の考え方どうい

うふうに持っているかということで、今後の動向は変わってくると思います。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、議案第１８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 議案第１９号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 議案第２０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 議案第２１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 議案第２２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第１４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１４号柳井地域広域水道企業団を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更につ

いて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１５号市町村の廃置分合に伴う山口県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の

減少について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１６号市町村の廃置分合に伴う山口県市町村災害基金組合を組織する地方公共団体の数

の減少について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 議案第１７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１７号山口県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更につ

いて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１８号山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第１９号山口県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変

更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第２０号山口県市町村職員退職手当組合の財産処分について、原案のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 議案第２１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第２１号山口県市町村消防団員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少について、

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 議案第２２号山口県市町村消防団員補償等組合の財産処分について、原案のとおり決すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（新山 玄雄君）  以上で、本日の日程は全部議了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 次の会議は、１２月１９日月曜日、午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（山内 章弘君）  御起立願います。一同、礼。 

○議長（新山 玄雄君）  どうもお疲れでした。 

午後４時02分散会 

────────────────────────────── 


